
浦安市

認可保育所・認定こども園

入所ガイドブック

浦安市認可保育所・認定こども園入所・転園申請募集要項

保育施設ってどんなところ？
▶いつから保育施設に通えるの？

▶浦安市の認可保育施設のいろいろ

問い合わせ先

浦安市

健康こども部保育幼稚園課 認定・入園係

〒279-8501 千葉県浦安市猫実 1－1－1

電話 047-712-6439

代表 047-351 -11 11

浦安市ホームページや

YouＴube にも

情報がたくさん！！

ページをめくってね

保育の認定ってなに？
▶保育施設に入所するための絶対条件

入所・転園のスケジュール
▶入所・転園までの流れ

▶令和7年 4月入所スケジュール

▶令和7年 5月

～令和8年3月入所スケジュール

申し込みに必要なものは？
▶利用申し込みに必要な書類

4

1

2

3

申し込みで気を付けたいこと
▶きょうだい同時に申し込むときは

▶育児休業から就労復帰するときは

▶出生前申請をするときは

▶浦安市外在住者が申し込むときは

▶浦安市民が市外保育施設に申込むとき

5

申し込む前に確認しよう
▶申し込む前に確認したいこと

6

保育施設でかかるおカネの話
▶保育料について

▶延長保育料について

▶給食費について

▶保育料・給食費の支払い方法

7

認可保育施設 MAP&早見表
▶保育園・認定こども園・幼稚園MAP

▶保育施設等の早見表

入所できる順番
▶受け入れ年齢別定員の一覧

▶利用調整の判定基準・点数表
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8

申し込み・入園後の手続き
▶申し込み・入園後に手続きすること

▶申し込み後、保留となった場合

▶保育施設入園が決まった・通園中の方
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浦安市HPから検索！

「サイト内検索」または「広報ページ ID検索」から

下のページ IDを入力してね！

ページ ID一覧

1033673
申請書類一式

「利用申し込みに必要な書類のご案内」

1043477

令和7年度最新の空き状況

「令和7年度認可保育所・認定こども園・保育ママ・小規模

保育の空き状況および申請数」

1040777

令和6年度の結果

「（参考）令和6年度認可保育所・認定こども園・保育ママ・

小規模保育の空き状況および申請数」

1000867
各認可保育施設のご案内

「認可保育所一覧」
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月 4 間 上、家庭で保育できない理由があるため、日 的に預けたい

そんなご家庭が利用できる施設です。

施設の 類は 類あり、以下のとおりです。

す ての施設について、申し込み び入所 は で います。

施設によって、受け入れ年 、規模、園庭の など、 はさま まです。

は、後 の ー でご確認ください。

施 設 数
（ 営） 施設

（ 間 営）3 施設

受け入れ

歳児

め き保育園： 2歳児 のみ

園の 保育園： 3歳児 のみ

2施設ともに、 園以降は、連携する認可保育施

設に入園できます。

保育料 先

の定めた設 基 を満たして、 知

事等に認可された保育園です。

施 設 数 （ 間 営）1施設

受け入れ 歳児

保育料 先 事業

幼稚園と保育園の 方の さをあ せ 、

育・保育を一 的に受けられる施設です。

の幼保連携型認定こども園は、2 ・3

認定の児童のみ利用できる施設です。

施 設 数 （ 営）11施設

受け入れ 3 歳児

保育料 先 につき なし

幼稚園と保育園の 方の さをあ せ 、

育・保育を一 的に受けられる施設です。

育時間（ 前 時 後 2 時）のみ利用（1

認定）の児童と保育時間も利用する（2 認

定）児童がいっし になって を し、

育時間を ごします。その前後の保育時間は、

合 での保育となります。

の 保育施設のい い

保育

保

園

園

園

1

3

施 設 数 （ 間 営） 施設

受け入れ

2歳児

3 歳児 以降も保育が必要と認められる場

合は、連携する認可保育所に入園できます。

保育料 先 事業

2 年 月から まった子ども・子育

て 新 度の中で、 の認可事業

（ 型保育事業）の 1 つとして新たに ら

れた事業です。

利用定員6 以上1 以下の小規模な施

設で、きめ やかな保育を います。

施 設 数 （ 間 営） 施設

受け入れ

2歳児

保育 ・・・1 2 歳児 のみ

3 歳児 以降も保育が必要と認められる

場合は、連携する 幼稚園型認定こども園

に入園できます。

保育料 先 事業

が認定した保育ママの自 で、家庭的な

気の中で保育を います。保育ママ

は、 内に在 する保育 ・幼稚園 ・

等の を つ方・子育て のある

方・子育てに対する 意と 情のある方な

どで、 が う や を し、 が認

定した方です。

保育ママの自 くにある 内認可保育所

が「連携保育園」となっており、連携保育園

での 保育 加、定期 診断、保育マ

マが病気等で保育できない場合の保育な

ど、さま まな を っています。また、

保育園の職員が「家庭的保育 」

として、保育ママ を 回し、 や 等

を っています。

ーにより対 が必要な場合は

原則ご利用いただけません。保育ママ利用

後に ーが 明した場合は、保

の方に やおやつを していただきま

す。また、保育の に、 等の ま

たは が必要な は受け入れができない

場合があります。

保育

保育

1
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4

保育施設の申し込みにあたって、児童の保育が必要であることの認定（ 保育認定）を受けていただく必

要があります。

保育認定を受けるためには、月 4 間 上、 に で保育できない が です。

では、保育認定の申請を、保育施設の入所申し込みと同時に 続きすることができます。

保育認定は、「保育認定 」、「保育必要 」、「保育を必要とする事由および 期間」、の 3 つの に

基づいて されます。

児童の年 や保育の の によって、1 から3 までの があります。

2 認定および 3 認定は、保育施設の利用申込の に必要ですが、入所を保証するものではありませ

ん。入所 が定員を上回る場合は、利用 （ ）を い、保育の必要性の い方（ 数の い方）

から内定します。

1 認定 満3歳以上で、幼児 育を される方

2 認定 満3歳以上で、保育を される方

3 認定 満3歳未満で、保育を される方

2 認定・3 認定では、家庭の就労 などから「保育 時間」と「保育 時間」のいずれかに され

ます。この は、保育料や延長保育料にも します。

保育 時間 保 ともに 勤務（通勤時間 めて月 12 時間以上）を 定し、1

日あたり 11時間までの利用を基 とする です。

勤務ではない方でも、保育 時間ではお が間に合 ない等の

場合には保育 時間に認定することもあります。

保育 時間の時間 は、園によって なります。

就労 などから最 必要と認められる時間 が利用時間となります（家

庭によっては11時間に満たない場合や、11時間を る場合もあります）。

保育 時間の時間 を ての利用は、延長料 が発生します。

保育 時間
保 いずれかがパート 勤務（6 時間以上 12 時間未満）を 定し、

1日あたり8時間までの利用を基 とする です。

保育 時間の時間 は園によって なりますが、 くの園は 8：30 16：

30となっています。

就労 などから最 必要と認められる時間 が利用時間となります（家

庭によっては利用時間が 8 時間に満たない場合や、8 時間を る場合も

あります）。

保育 時間の時間 を ての利用は、延長料 が発生します。

の

保育施設に するた の 対

1 保育

2 保育

2

保育を必要とする事由として認められるものは、以下のとおりです。いずれか 1 つ以上の事由に てはま

ることが必要です。

期間は、事由ごとに設定された以下の期間、3 歳の 生日の前 日、小 就 前日のいずれかのう

、最も く する期間で認定します。

事由が変更になった場合、届出をすることで引き続き在園できます。ただし、出産事由で入所した場合のみ

事由変更はできません。

保育を必要とする事由 期間 保育必要

就 労
として、 と月において 6 時間以上の

就労をしている方
就労している期間

時間
または

時間

出 産
出産前後の休 のため保育することができ

ない方

出産 定月の前 2 か月か

ら、出産月の後2か月まで

時間
または

時間

病 病や 中の方 診断書上の 期間
時間

または

時間

が い がいのある方 の月まで
時間

または

時間

として、 （同 ・別 ともに申し込み

児童からみて 等以内）を と月において

6 時間以上 等している方

が必要な期間
時間

または

時間

、 、 等で家 が れまたは

を受け、その復 に たる方
復 に必要な期間

時間
または

時間

職 中
「就労」の要 を満たす 事を している方

（ 業の を む）

新規入所・・・施設利用

日から 算して

0日間

在園中・・・退職日の

日から 算して 0 日

間

時間

のみ

就

として、 と月において 6 時間以上の

就 ・ 能 得のために通 している方

（ 育法に規定された や職業

、その他就労につながる就 ）

業または退 した月の末

日まで

時間
または

時間

育児休業

育児休業中の方

すでに就労事由で在園している児童のみ

対象

育児休業復職日または育児

休業対象児童が満2歳にな

る月末まで、いずれか い

日まで

時間

のみ

そ の 他 上 事由に類する にある方 必要な期間
時間

または

時間

の

3 保育を とする お 期間

2
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保育施設の
施設で 受付しています。方法や時期は なりますので、 施設へお い合 せください。

園 の
月 1日から入園 です。ご する月の受付期間にお申し込みください。

の 取
ー ー から ー 可能です。

所 2 保育幼稚園課、 内の認可保育施設で しています。

・
す ての必要書類を て、あらかじめ 入のう 、お申し込みください。

保育 園 の
病や がいなどで が必要な場合は、申請をする前に保育幼稚園課へご ください。

申

申
し
込
み
手
続
き

・転園 の き
入園 月の申し込み 日までに必ずご提出ください。

書類が ない場合は、利用 にかけることができないことがありますので、ご ください。

新規入所申込、利用申請だけではなく、すでに申請した内 の変更や取下げも めた

利用 に する申請 について 続きを受付しています。

方法
、 でお し みく い。（ ）

付先 2 8 01 1 1 1 所 保育幼稚園課 認定・入園

追 可能な方法での を しています。（ ーパ 、 定 、 書 など）

の場合、 日必 です。1日でも れた場合、受付しか ますので、ご注意ください。

受付した の 連 や通知は いません。また、 確認の もお しておりませんの

で、ご ください。

（ た ）に る 子 （ し みのみ）

マ ー からの申請については、新規入所申込のみ申請可能です。必ず の注意事 をご確

認のう 申し込みください。 が 営するマ ー ー （ ）内の「 続きの ・

子申請」で、 を「 」、 を「 」にして してください。申請方法に する

は ト内でご確認ください。

2 保育 園 （ 3 まで）

所窓口での申請は、 変 します。 や 子申請にご ください。

・ では できま 。

書類の ・ 合性の確認を い、利用 基 数 ・利用 基 数 （ 3 3

）に基づき 数付けをします。

会
利用 で 数が い方から利用内定を決定します。 数が同じ場合、基 と の合計が

同 の場合の 定基 （ 3 ）で 定します。

利用 は初回のみ、 員に 通知を 付します。なお、 回以降の については、利用内

定の場合のみ 付します。

や でのお い合 せにも回 しています。

入

園
の

・転園までの

1

3

2 とな た

保育

内定施設・事業所を利用する場合の保育料（保育料決定通知書）を 園 までの間に自 へ します。

病 で 診断を受診してください。受診料 は、自 でお いください。

病 の 定はご いません。 内 め、ど らの病 で受診していただいてもかまいません。

幼稚園型認定こども園の場合、 診断の受診は 要です。

内定した認可保育施設で をします。利用にあたっての注意・ 要事 などをご 明します。

保育 や などを ま て、児童を預かる・預けるという 方の意 （合意）を確認します。

時には、保育認定事由が された 認定証が必要になります。

幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育に内定した方は、 育・保育の提 について、 施設・事業 と 契約

をします。

認可保育所、幼稚園型認定こども園に入所する方は、利用の 書を から利用施設を通じて 付します。

月 1日から 園 です。産休明け児童は、出生から 日 より月 中入園となります。

らし保育があります。日数は、児童の年 、 により様 です。内定施設へご確認ください。

認可保育所は、 月中 に保育料の 付書もしくは口 のお知らせを自 へ します。

それ以 の施設・事業所を利用の場合は、 施設・事業 の定める方法で、 施設・事業 へお いください。

3 保 とな た

年度内（令和 8年 3 月利用 まで）に り、 回以降も自動的に利用 にかかります。書類の再提出は 要です。

ただし、育休復帰、転職、勤務内 変更、同 、認可 保育園通園 、 子 など、 変更時には 0 の書

類提出が必要です。

利用 は、初回のみ 付します。 回以降の保 について、通知の発 をご の方は、 日以降に、

ば 子申請 ー にて発 をしてください。お での発 受付はおこないません。 は、 2 をご確認くだ

さい。

の

園

保育 の

3

入

園
の
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では、認可保育施設の 月入所について、一 と の2回受付しています。

月 は、 月一 の 、 きが出た施設について、利用 を います。

ー やそれ れの注意事 は、以下のとおりです。

受付期間

＜申し込み受付期間＞

受付・ 子申請

令和6年 10月 22日（ ） 令和 6年 11月 1 日（ ）（必 ）

所窓口（ 日・ 日を く）

令和6年 11月8日（ ） 令和 6年 11月 1 日（ ）

＜ ・ 書類受付期間＞

令和6年 11月 1 日（日） 令和6年 12月 10日（ ）
申し込み受付期間中に申し込みした方で、書類の ・ があった場合は、上 受付期間に

書類を てご提出ください。この期間の新規申込は受付しませんので、ご注意ください。

＜注意事 ＞
月の利用 に り、出生前の申請を受け付けます。 しくは 20をご ください。

在 で、 帰り出産と に在勤の方の申請は、一 申し込みはできません。

申し込みから受け付けます。

複数年度の入所申込をし、 方に内定が出た場合は、入園前にど らかの園の内定 退が

必要です。転園申請の場合、先にいずれかの年度で転園決定後はもう一方の年度の転園申請

は自動的に取り下げとなります。

利用
令和 年 1月20日（月）以降に 定
発 前に はお できません。

受付期間

＜申し込み受付期間＞

受付・ 子申請

所窓口（ 日・ 日を く）

令和 年 1月20日（月） 令和 年2月 1 日（ ）（必 ）

＜注意事 ＞
・ 書類受付期間はありません。上 受付期間までに、す ての書類を て提出し

てください。

月の利用 に り、出生前の申請を受け付けます。 しくは 20をご ください。

在 の方など、す ての対象 について、受け付けます。

複数年度の入所申込をし、 方に内定が出た場合は、入園前にど らかの園の内定 退が

必要です。転園申請の場合、先にいずれかの年度で転園決定後はもう一方の年度の転園申請

は自動的に取り下げとなります。

利用

令和 年3月 10日（月）以降に 定
発 前に はお できません。

月一 ・ ともに保 となった場合、 月 通知は自動的に発 いたしません。

保 通知の発 をご の方は、 日以降に、 ば 子申請 ー にて発 をしてく

ださい。 は、 2をご確認ください。

4月

4月 の

4月 の

入

園
の

3 受付期間

受付

子申請

所窓口

（ 日・ 日を

く）

利用 月 受付期間

令和 年 月 令和 年2月 12日（ ） 月 10日（ ）

令和 年6月 令和 年3月 11日（ ） 月 日（ ）

令和 年 月 令和 年 月 11日（ ） 6 月 10日（ ）

令和 年8月 令和 年 月 12日（月） 月 10日（ ）

令和 年 月 令和 年6月 11日（ ） 8 月 8日（ ）

令和 年10月 令和 年 月 11日（ ） 月 10日（ ）

令和 年 11月 令和 年8月 12日（ ） 10月 10日（ ）

令和 年12月 令和 年 月 11日（ ） 11 月 10日（月）

令和8年 1月 令和 年 10月 1 日（ ） 12月 10日（ ）

令和8年2月 令和 年 11月 11日（ ） 令和8年 1月 日（ ）

令和8年3月 令和 年 12月 11日（ ） 令和8年2月 10日（ ）

＜注意事 ＞
出生前の申請は受け付けておりません。出生届提出後、お申し込みください。

上 受付期間は新規利用申請、転園申請のみに適用するものではなく、すでに申請した内 の

変更や取下げも めた利用 に する申請 にかかるものです。

利用

前月20日 に 定
発 前に はお できません。

利用 は、初回のみ 付します。 回以降の については、利用内定の場合のみ 付

します。保 中の方で、保 通知の発 をご の方は、 日以降に、 ば 子申請 ー に

て発 をしてください。 は、 2をご確認ください。

以下の注意事 び別 「 子申請 保育所等入所申し込みにおける注意事 」を必ずご確認のう 、申請

してください。

 のみ

すでに 内の認可保育所等を利用中の方の転園申請や、すでに申請した内 の変更は、 子申請では

受付できません。

※ 転園申請をご の方、申請内 に変更がある方は、 申請してください。

 施設

「 園 入園できれば上 以 でもよい」は とします。

※ 施設に の い園には内定が出ません。き うだいで なる 施設・ を する場合は、 子申請では受付

できません。 申請してください。

 き うだいの

「 先児童あり」を した場合、 定できる 先児童は 1 のみです。「上 以 の 」は とします。

※ 先児童を2 以上 定した場合は、1 に変更していただきます。

※ 必ず所定の からき うだいの を してください。

月 3月

（ た ）に る 子 に し み る方

3

入

園
の
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3

入

園
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認可保育施設の申し込みに必要な書類は、以下のとおりです。家 や家庭の などにより、必要な書

類は なりますので、よくご確認のう 、書類をす て て提出してください。

員

保育 し み

令和 年度用をご利用ください。必要な書類を確認することができるものです。提出書

類が れることのないようご確認ください。

保育 または転園

令和 年度用をご利用ください。 事 に れのないようお願いします。

のみ （ ）

申し込みにあたり、同 員のマ ーが確認できる書類の提出が必要です。

保
保育の の に る

申請児童の保育が必要であることを確認するための書類です。保 員 び、18

歳以上6 歳未満の同 員 が必要です。

と
に な

家庭の 、児童の によって提出が必要な書類です。

と
（ ） な の

保育料の算定や、同 の場合の 定基 に必要な書類です。

転 転 の方が で な

保育所入所日の前日までに へ転入することを証明するために必要な書類です。

必要な書類を確認することができるものです。提出書類が れることのないよう必ずご確認ください。

保育 し み （ ）

提出が必要な方 原則、 員

注意事
必ず、令和 年度 様 をご 用ください。

き うだい同時に申し込みする場合は、1 のみ提出で いません。

窓口申請、マ ー （ ったり ー ）による 子申請をする場合は、提出 要です。

申
し
込
み

の

し みに な

保育 し み

を し 、

な を

4
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事 に れのないようお願いします。

保育 （ ）

提出が必要な方 新規申請児童 1 につき1

注意事

必ず、令和 年度 様 をご 用ください。 事 は、「申込書の書き方」をご のう

、 れのないよう 入してください。

申請児童1 につき1 必要です。2 以上で同時に申請する場合は、内定 を決める必

要があります。 の認可保育施設からうつる場合も新規申請です。

マ ー （ ったり ー ）による 子申請をする場合は、 要です。

転園 （ ）

提出が必要な方 申請する在園児童 1 につき 1

注意事

必ず、令和 年度 様 をご 用ください。 事 に れのないように 入してくだ

さい。申請児童 1 につき 1 必要です。2 以上で同時に申請する場合は、内定 を決

める必要があります。

転園申請書は、 内の認可保育施設在園児が、別の認可保育施設へ入所を する場合の

み 用する用 です。 の認可保育施設や 1 の認定を受けている方は、入所申込書をご

用ください。

マ ー （ ったり ー ）による 子申請はできません。

法の施 に って、保育施設の利用を する方は、マ ーの提 が必要です。以下 3 の書類

をご用意ください。

（ ） （ ）

提出が必要な方 新規入所申し込みの方のみ

注意事
保 員、申請児童、同 員のマ ーを 入してください。

き うだい同時に申し込みする場合は、1 のみ提出で いません。

マ ーが確認できる書類

提出が必要な方 提出用 に 入した方 員

書類例
マ ー ー （ ー ）の し

通知 ー の し

マ ーが された の し

注意事
提出用 に 入した方 員それ れ、書類例のいずれか 1 通の しを し、提出用 に 付し

てください。

から転入 定の方は、 をご用意ください。

確認書類

提出が必要な方 保 のう 1 （ど らでも可）

書類例

付きの場合・・・1 通

ー 、 転 許証、パ ート、 、 育 、在 ー など

なしの場合・・・2 通

的 保 の 保 証、 保 保 証、 年 、児童 証書 など

注意事 提出用 に 付してください。

申
し
込
み

の

保育 または転園

（ ） し みの方

4
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注意事 提出用 に 付してください。

申
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保育 または転園

（ ） し みの方
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申請児童の保育が必要であることを確認するための書類です。保育を必要とする事由が複数ある場合は、あ

てはまるす ての書類をご提出ください。

様 と がある書類は、必ず所定の様 を 用してください。 ー ー から ー

できます。（ ：10336 3）

提出が必要な方
保 員

18歳以上6 歳未満の同
（生年月日が 和36年 月2日 1 年 月 1日の方）

就労中

就労内定

育児休業

から復帰し

就労 定

定就労の方

（ ）

変則就労の方

（ ）

1 月 の

自営業の方

（ ）

下 いずれかの書類

「 の確定申 書」、「 務 に提出した 事業の 業・ 届出書」、

「業務受 契約書」、「 上・ の （通 等）」、「事業所の 契約

書」などの し

事業 の方

（ ）

の いが る

「 が確認できる確定申 書の し」など

その他の就労 の方はご ください。

出産 定
子 の し

しの に出産 定日をご 入ください。

病 （ ）

がい の し

・

（ ）

・ の が る 下い の

「診断書（ 様 ）」「 保 保 証の し」「 」「 育

」など

就

（ ）

在

間 （ と 間が る の）

職 申請時、証明書 要

注意事

す ての書類の 期 は、証明日から6か月としています。

保 の書類がない場合、 職中として扱うため、利用 上 利になります。

18 歳以上 6 歳未満の同 の書類がない場合、利用 において、1 につきマ 1

となります。

保育の の に る

申
し
込
み

の

4
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保 ・同 ・申請児童など、 の に する方 員 の必要書類を提出してください。

在園・ 園 （ ）

提出が必要な方 認可 や一時預かり 定型保育、 幼稚園に通園中の申請児童

注意事
認可の保育施設に入所中の方は、 要です。

で と月6 時間以上預け入れていることを としている場合は 数 1 です。

在 （ ）の し

提出が必要な方 の方 員

注意事 動許可 の がない場合は、 動許可証の しも必要です。

の し

提出が必要な方 中または 定の保

注意事 就労証明書に 入があれば 要です。 数 です。

・ が できる

提出が必要な方 ・生計中 が 雇・ 産した方

注意事 しでも可です。保育必要事由が 職中の場合は 数 1 です。

保

提出が必要な方 生 保 受 中の

注意事 社 課で受 してください。 数は です。

の し

提出が必要な方 がいがあり、 を取得している方

注意事 の 所得割 が 101 未満で保育料 料、 となります。

で る とが る の し

提出が必要な方 中・ 中の方

注意事
所が受理した「 申 書」または「事 証明書」 または「 出 」いずれかの しを

提出してください。かつ、 と び 所が なり、同 していなければ、別 とみなし

「 とり 」扱いとなります。その場合は、別 の書類の提出は 要です。

に る （ ）

提出が必要な方 出生前申請をする方

注意事 月入所申し込みに り、受け受けます。 しくは。 20をご確認ください。

に な

申
し
込
み

の

4
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保育料の算定や、同 の場合の 定基 に必要な書類です。

（ ）

提出が必要な方
令和6年 1月 1日の 所 が 以 の保 員

令和 年 月から8月の入所申し込みをする場合

（ ）

提出が必要な方 令和 年 1月 1日の 所 が 以 の保 員

注意事

年度の 1月 1日に があった で取得してください。

令和 年度 は、令和 年6月以降に取得できる書類です。

所得のみ、かつ 、 、 入 等 別 、 付 などの

がない場合は、 別 決定通知書の しでも可です。

入が い場合も の申 が必要です。 の確認ができない場合、保育料の を最 とみ

なして算定します。

提出期 までに 書類をご提出いただけない場合、利用 が同 の時に 利になる可能性

があります。

および所得 の 申 を った場合は、その後の保育料の が変更になる場合が

ありますので、 申 書の （ し可）を やかに提出してください。

を する

提出が必要な方
令和 年（2023年）1月 12月、令和6年（202 年）1月 12月の期間に、

での 入がある保 員

注意事
入から 込みで算出した で保育料を算定します。

入がない場合、 となっている場合は、その を した書類を提出してください。それ

以 の方はご ください。

保育所入所日の前日までに へ転入することを証明するために必要な書類です。転入 定で申し込みさ

れる方は、必ず 21をご確認ください。

の転 の 、 き し が る の し

提出が必要な方 に転入 定の方 員

書類例

契約書の し

契約書の し

転入申 書（ 様 、 意様 でも可）

注意事

契約が んだ契約書の しに ります。ただし、 月入所一 申込のみ転入先の 所が決まって

いる場合は、契約 中の書類でも受け付けます。

家に転入や、勤務先の り上げ に するなど、保 が契約をしない に転入する

場合は、 の所 または、 契約 に転入申 書を してもらってください。

引き し日は、入所申し込み月の前月末までであることが必要です。

員 の が た （ しで ）

提出が必要な方 保 、申請児童、同 員

注意事 の 確認と 複する場合は、1 のみ 付してください。

（ ） な の

転 の方が で な
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必要書類 様 新規 転園 対象 必要 数

令和 年度入所申込書 あり 申請児童 1 1

令和 年度転園申請書 あり 申請児童 1 1

マ ー（ ）提出用 あり 申請児童 で 1

確認

書類

マ ー ー （ ー ）の し

家 員 いずれか 1マ ー通知 ー の し

マ ーが された の し

転 許証の し

保 1

いずれか 1

パ ートの し

の し

育 の し

在 ー の し

的 保 の 保 証の し

いずれか 1
保 保 証の し

年 の し

児童 証書の し

保育所申込み 受付 ト あり ○ 申請児童 で 1

就労証明書 あり ○ 保 、同 1

1か月 の ト ○ 変則就労の方 1

の確定申 書の し

○ 自営業の方 いずれか 1
務 に提出した 事業の 業・ 届出書の し

業務受 契約書、 上・ の （通 等）の し

事業所の 契約書の し

事業 が確認できる確定申 書の し ○ 事業 の方 1

子 の し ○
保

出産 定の方
1

診断書 あり

○

保 、同

病の方
いずれか 1

の し
保 、同

がいの方

書 あり ○
保 、同

する方
1

診断書 あり
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就
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通園証明書と 園される（された）ことを証する書類 ○ 申請児童 1

の ー ○ 家 員 1

出生前申請に る同意書 あり あり 出生前申請児童 1

中

所が受理した「 申 書」

○ 保 いずれか 1所が受理した「事 証明書」
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1

き うだいで同時に申し込みするときは、いくつか注意 があります。

・転園 は、児童 と に き 1 が です。

ただし、就労証明書など 付書類については、原 は 1 、き うだいの は ーを 付し、提出していだ

ければ受け付けます。

き いで に するときには、 を る が ます。

では、 で6 類の があります。

定する 以 は受け付けることができませんので、ご注意ください。

のみ、 園のみ

き うだい同時に、かつ、同じ保育施設に入れるときのみ、内定となる です。

き うだい 員、同じ 施設、同じ にしてください。

のみ、別園

き うだい同時に、かつ、できるだけ同じ保育施設 だが、別の保育施設になっても ない場合に、内

定となる です。

き うだい 員、同じ 施設、同じ にしてください。

のみ、

き うだい同時に、かつ、 の で、内定となる です。

き うだいで、 施設、 を同じにする必要はありません。

1 、 園のみ

1 でも内定にしたい、かつ、同じ保育施設に入れるときのみ、内定となる です。

き うだい 員、同じ 施設、同じ にしてください。

先に決めなければならない児童がいる場合のみ、 先する児童を 定してください。

1 、別園

1 でも内定にしたい、かつ、できるだけ同じ保育施設 だが、別の保育施設になっても ない場合

に、内定となる です。

き うだい 員、同じ 施設、同じ にしてください。

先に決めなければならない児童がいる場合のみ、 先する児童を 定してください。

1 、

1 でも内定にしたい、かつ、 の で、内定となる です。

き うだいで、 施設、 を同じにする必要はありません。

先に決めなければならない児童がいる場合のみ、 先する児童を 定してください。

申
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し みのときに な

するときの を る

き い に し ときは

1

■ き い 、1 で たい る

1 だけ内定が決まった場合も、入所後は保育を必要とする事由を満たしていることが必要です。

1 だけ入所した場合は、育児休業から復帰できないなど、入所後に保育を必要とする事由を満たすこと

が であれば、同時内定 定にする必要があります。

■ き いで 園 、別 の園で い る

同じ園 先の場合は、き うだい ての 園と を一 させる必要があります。

ー の 類の のう 、 のいずれかを する場合、 園を一 させないと、複数

園の同園内定がでたときに、 が 断できないため受付できません。

■ 1 で たい 、 に たい子を する る

定した場合は、 定されなかった方の子のみ内定が出る になっても、内定を出しません。

定しない場合は、き うだいど らかに内定が出る であれば、その子が内定となります。

定した子の内定が出ないと、 定されなかった子に内定を出したくない場合にのみ、 先児童を 定し

てください。

き うだい を にして児童 1 が内定となった場合、保 となった児童は、 月以降、以下のとお

り入所 （利用 ）を います。変更 の方は、 月の 日までに変更届を提出してください。

「 1 内定 、同園のみ」 の利用 から内定施設のみで利用 を います。

「 1 内定 、別園 」 の利用 から内定施設を 1 に を変更して、利用

を います。

「 1 内定 、 先」 ・ 園は変更せず、利用 を います。

き

申
し
込
み

のみ

1 は

1 で

した

たい

園のみ

園 が、

な 別園で い

別園で ない

が

園のみ

園 が、

な 別園で い

別園で ない

が

のみ、 園のみ

のみ、別園

のみ、

1 、 園のみ

1 、別園

1 、

き い の 方と

1 した 、保 とな た児童の対 に い

申
し
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み
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1

雇用保 上の育児休業中の方のお申し込みについて、いくつか注意していただきたいことがあります。

ご確認のう 、申し込みしてください。

雇用保 上の育児休業から復職することを に、保育所入所申し込みをされた方は、 下す の を

たし 、 する が ます。 を満たさず復職した場合や復職せず転職した場合は、内定 退・退園と

なりますので、ご注意ください。

育児休業 するときは

育児休業 の

■ 業 に する と

、育児休業を取得した 業 し く い。

同じ契約時間であっても、育児休業を取得した事業所に復職せず退職し、別の 社へ転職する場合

は、育児休業からの復職 にあてはまりません。

必ず、入所申し込みのときに提出した就労証明書に されている事業所に、復職してください。

ただし、事業所が 産や してしまった場合、 先が つからないなどの、 社 合により復職

できない場合には、この りではありません。保育幼稚園課までご ください。

■ 上の 間 で する と

、 し みのときに した と 間 と または 上の 間 で

し く い。

雇用契約時間数が ってしまった場合、内定 退または退園となります。ただし、 社 合により同じ

時間数で復職できない場合には、この りではありません。保育幼稚園課までご ください。

なお、育児 時間勤務 度を利用しても、 ありません。ただし、 度を利用する場合は、以下の

にご注意ください。

雇用契約上の就労時間は変更しないでください。

育児 時間勤務に う就労時間は、就労証明書の「育児 時間勤務の方用」の に してくださ

い。

入所申し込みの時に、 度を利用するか決定しておく必要はありません。

■ 月の 月 10 までに する と

上 2 の要 を満たしたう で、利用 月の 月 10日までに復職してください。産明け 日

から入所する方も同様です。入所児童の などにより、 らし保育が延長しても、復職期 は

変 りませんので、ご注意ください。

復職日例 月利用 の場合、 月 日まで育児休業、 月 10日復職が期

申
し
込
み

1

保 法施 の に い、 月 育児休業 の 長 を

の きが ました。

後、育児休業中の方で、入所申し込みする場合は、以下の にご 意ください。

育児休業の延長に する については、育児休業・育児休業 付 の申請先に確認してください。

■ （ ）の が保 になる とを する は、 しま 。
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4月（ ・ ）の に 、出生前申請を受け付けます。

3月 4 （ ）までに の児童

保育園の利用 日は、出生日の 日から 日 です。（日・ 日の場合は 日）

原則、 10 1 の必要な書類を てください。注意事 とそれ以 に必要な書類は以下のとおりです。

出生届提出後、すみやかに保育幼稚園課窓口に以下の書類を提出してください。

認定変更申請書・申請内 変更届出書 出生前申請用

子 の出生届出 証明の し

下のい に する は、 の 、 し 4 月 の ができないた 、 を

退し いた きます。

内定 退届 を令和 年3月31日 月 までに保育幼稚園課窓口まで提出してください。

■ 3月4 までに ま な た

■ の に 4月 の が と た

■ の きが 3月31 月 までに し いない

保育所等入所申込書（ 様 ）

申請児童

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ の ） ー と してください。

注 ：利用 通知は、 （ の ） ー で通知します。

 生年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・ 出産 定日 を してください。

 年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ と してください。

 性別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出産 定の性別に をつけてください。

注 ：未確認の場合は未 のままで いません。

 就労・通 ・通園先の ・・・申し込みのときは、 しないでください。

 マ ー・・・・・・・・・・・・・・申し込みのときは、 しないでください。

申請児童の 等 申し込みのときは、 しないでください。

児童の保育 申し込みのときは、 しないでください。

子 の の しに出産 定日を したもの

所の 定はありません。

令和 年3月 日以降に出産 定の児童は、出生後にお申し込みください。

出生前申請に る同意書（ 様 ）

同意書の内 をよくご確認のう 、 してください。

をするときは

が な児童

に な

の き

に

申
し
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在 の方が、申し込みするときは、 保育幼稚園課へご連 ください。

や就労 、転入 定の 、 帰り出産等の をお のう 、申し込み内 をご確認くださ

い。

によって、利用 、必要書類、利用 の方法などが なりますので、お申込の前に、利用 施

設のある の 課に、 の事 を必ず確認してください。

■ から転出される方の必要な 続き

の 動と、転出先自治 の としての申請が必要です。 は、転出先自治 にお 合せくださ

い。

申し込み期間
8、 に している 月の受付期間をご ください。

で提出する は、期 までに必 となりますのでご注意ください。

申請先 保育幼稚園課

利用申し込みに

必要な書類

10 1 に している必要書類をご ください。 定されている書類につい

ては、す て、 様 で提出してください。 に下 書類は必 です。

保育所申し込み受付 ト（令和 年度利用 用）

の転入先の 所、引き し日が かる契約書の し

員 のマ ーが された （ しでも可）

転入後に

必要な 続き

月の 月末 までに、 所 課で転入 続きをしてください。

転入 続きが間に合 ない場合は、内定取り しとなりますのでご注意ください。

申し込み期間

8、 に している 月の受付期間です。

ただし、受付期間は、 する自治 由で に必 となります。時間に を

もって、 日より 10日 度前までにはご提出ください。

なお、 の利用が 先となるため、 月一 の申し込みは受け付けません。

申請先 保育幼稚園課

利用申し込みに

必要な書類

10 1 に している必要書類をご ください。

必要書類の様 は、 在 がある 定の書 でご用意ください。

在 がある で発 された「保育 認定証」をお の場合は、あ

せてご提出ください。

利用 の基 の利用 後に、 きがある場合のみ利用 をします。

注意
に勤務先がある方の申し込みは、申し込み時 で就労している必要がありま

す。就労内定では、受け付けられません。

確認事 申込 、申込期 、申込書類、 施設の き 、申し込みする の注意

注意
や就労 とともに、 は 在 にあること（転出 定の ）、

する施設が自 や勤務先に い、 帰り出産等の を必ず てください。

在 が し ときは

に転 の方

で の方、または に が る方

が の 保育施設に し ときは

申
し
込
み



20 21

20

4月（ ・ ）の に 、出生前申請を受け付けます。

3月 4 （ ）までに の児童

保育園の利用 日は、出生日の 日から 日 です。（日・ 日の場合は 日）

原則、 10 1 の必要な書類を てください。注意事 とそれ以 に必要な書類は以下のとおりです。

出生届提出後、すみやかに保育幼稚園課窓口に以下の書類を提出してください。

認定変更申請書・申請内 変更届出書 出生前申請用

子 の出生届出 証明の し

下のい に する は、 の 、 し 4 月 の ができないた 、 を

退し いた きます。

内定 退届 を令和 年3月31日 月 までに保育幼稚園課窓口まで提出してください。

■ 3月4 までに ま な た

■ の に 4月 の が と た

■ の きが 3月31 月 までに し いない

保育所等入所申込書（ 様 ）

申請児童

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ の ） ー と してください。

注 ：利用 通知は、 （ の ） ー で通知します。

 生年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・ 出産 定日 を してください。

 年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ と してください。

 性別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出産 定の性別に をつけてください。

注 ：未確認の場合は未 のままで いません。

 就労・通 ・通園先の ・・・申し込みのときは、 しないでください。

 マ ー・・・・・・・・・・・・・・申し込みのときは、 しないでください。

申請児童の 等 申し込みのときは、 しないでください。

児童の保育 申し込みのときは、 しないでください。

子 の の しに出産 定日を したもの

所の 定はありません。

令和 年3月 日以降に出産 定の児童は、出生後にお申し込みください。

出生前申請に る同意書（ 様 ）

同意書の内 をよくご確認のう 、 してください。

をするときは

が な児童

に な

の き

に

申
し
込
み

21

在 の方が、申し込みするときは、 保育幼稚園課へご連 ください。

や就労 、転入 定の 、 帰り出産等の をお のう 、申し込み内 をご確認くださ

い。

によって、利用 、必要書類、利用 の方法などが なりますので、お申込の前に、利用 施

設のある の 課に、 の事 を必ず確認してください。

■ から転出される方の必要な 続き

の 動と、転出先自治 の としての申請が必要です。 は、転出先自治 にお 合せくださ

い。

申し込み期間
8、 に している 月の受付期間をご ください。

で提出する は、期 までに必 となりますのでご注意ください。

申請先 保育幼稚園課

利用申し込みに

必要な書類

10 1 に している必要書類をご ください。 定されている書類につい

ては、す て、 様 で提出してください。 に下 書類は必 です。

保育所申し込み受付 ト（令和 年度利用 用）

の転入先の 所、引き し日が かる契約書の し

員 のマ ーが された （ しでも可）

転入後に

必要な 続き

月の 月末 までに、 所 課で転入 続きをしてください。

転入 続きが間に合 ない場合は、内定取り しとなりますのでご注意ください。

申し込み期間

8、 に している 月の受付期間です。

ただし、受付期間は、 する自治 由で に必 となります。時間に を

もって、 日より 10日 度前までにはご提出ください。

なお、 の利用が 先となるため、 月一 の申し込みは受け付けません。

申請先 保育幼稚園課

利用申し込みに

必要な書類

10 1 に している必要書類をご ください。

必要書類の様 は、 在 がある 定の書 でご用意ください。

在 がある で発 された「保育 認定証」をお の場合は、あ

せてご提出ください。

利用 の基 の利用 後に、 きがある場合のみ利用 をします。

注意
に勤務先がある方の申し込みは、申し込み時 で就労している必要がありま

す。就労内定では、受け付けられません。

確認事 申込 、申込期 、申込書類、 施設の き 、申し込みする の注意

注意
や就労 とともに、 は 在 にあること（転出 定の ）、

する施設が自 や勤務先に い、 帰り出産等の を必ず てください。

在 が し ときは

に転 の方

で の方、または に が る方

が の 保育施設に し ときは

申
し
込
み



22 23

22

入所申し込み・転園申請を提出する前に、必ず以下の内 を確認してください。

提出後は、以下の内 を したものとさせていただきますので、ご ください。

できるだけ、施設の を事前に ませてください。

保育内 ・ ・ 所時間等をご いただいたう でお申し込みください。

病気や発育 、 ー等で気になることがある場合は、申請前にご ください。

保育施設の受け入れ や保育 によっては入所契約に らない場合もあります。

的 （ 引・ ・ など）を必要とする児童は、必ず事前に保育幼稚園課へご

ください。

入所申し込みに必要な書類は、受付期間 日までに必ず提出してください。

書類の提出がない場合は、保育の必要性の確認ができないため、利用 が 利になることがあり

ます。

育児休業中の利用申込は、利用 月の 月 10 日までに申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職

していただくことが になります。

利用 後、 0日以内に就労を して、就労証明書を提出してください。

提出がない場合は、退園となります。

たと ば、 月利用 の場合、6 月 2 日までに就労 みの就労証明書の提出が必要です。

6月30日からの 用内定は 可となります。

出産要 で保育園に在園できる期間は、最長で出産 定月の 2 か月前から、出産月の 2 か月後ま

でです。その後の継続在園はできません。

18歳以上6 歳未満の同 で、保育の必要性の認定に る証明書（就労証明書など）の提出がな

い場合、利用 基 が 1 につきマ 1 になります。

利用日が する年度の初日時 の年 ・生年月日が 和36年 月2日 1 年 月1日の

方です。

回の利用 申請の 期 は年度内です。

入所申し込みの内 が事 と なる場合、保育認定や入所内定・決定を取り すことがあります。

入所内定時、入園日前日までに入園 を受けられない場合は、入所内定が取り しになる可能性

があります。

自 合により内定 退される場合は、年度内は利用 基 がマ 10 になります。

内定 退をされた施設・事業を めてす ての施設・事業を再度 することができます。

転園内定した場合、 在通園されている保育施設に きがあっても、元の保育施設へ戻ることはで

きません。

転園の必要がなくなった場合は、 やかに取下届を提出してください。

申
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入園 初は、 年 の児童について、保育施設に れるための「 らし保育」があります。

らし保育期間は、年 ・施設によって なりますので、 保育施設へご確認ください。

申し込み後・入園後、家庭や 事の に変更があった場合は、必ず 0 に されている書類を

提出してください。

保育に必要な事由がなくなった場合は、保育認定が取り しとなり、退園となります。

やかに 保育幼稚園課または保育施設へ退所届を提出してください。

保育施設について、 や て の 事、 の 変 などがある可能性があります。

、 施設へお い合 せください。

保育ママ

ーにより対 が必要な場合は原則ご利用いただけません。

児童の保育の に、 等の または が必要な は受け入れができない場合がありま

す。

園の 保育園 は、 歳児 以降、 育 園 こども園に となります。

小規模保育園、保育ママ、め き保育園 は、3歳児 以降、 連携園へ となります。

園した に する と

保育施設に する と

申
し
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し
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込

し

し に したい と

し み・ に する と

した に する と
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入園 初は、 年 の児童について、保育施設に れるための「 らし保育」があります。
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園した に する と

保育施設に する と

申
し
込

し
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保育料は、前年度または 年度の （ 、 、 入 等 別 、

などの適用前の ）をもとに算定します。

保 員の 所得割 を合算した に する下 基 の が、 月の保育料 となり

ます。

保育料の り 時期は、 年 月 からとなります。したがって、 月 8 月 の保育料は「令和 6 年

度 （前年度 ）の 」により算定し、 月 以降は「令和 年度 （ 年度 ）」により算定します。
所得割 ・・・ 、 、 入 等 別 、 などの適用前の

月 月 6月 月 8月 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

前年度の に基づく保育料 年度の に基づく保育料

の所得割
2歳児

保育 時間認定 保育 時間認定

生 保 法による 保 び中 等の な

帰 の びに 帰 した中 等 び 定

の自 の に する法 による 付受
0 0

課 0 0

等割のみ 800 00

1 00 未満 6 8 0 6 30

2 00 以上 8 00 未満 8 100 60

3 8 00 以上 0 300 未満 000 8 8 0

0 300 以上 600 未満 10 0 10 60

600 以上 66 00 未満 13 00 13 2 0

6 66 00 以上 8 00 未満 18 800 18 80

8 00 以上 102 00 未満 2 00 2 60

8 102 00 以上 120 00 未満 32 3 0 31 800

120 00 以上 138 300 未満 36 0 36 360

10 138 300 以上 16 000 未満 2 320 1 600

11 16 000 以上 1 00 未満 6 0 6 830

12 1 00 以上 1 2 00 未満 8 80 6 0

13 1 2 00 以上 210 00 未満 310 8 0

1 210 00 以上 228 00 未満 0 1 0 280

1 228 00 以上 26 00 未満 0 80 0 110

16 26 00 以上 32 00 未満 1 0 0 610

1 32 00 以上 2 000 1 110

の

保育 に い

保育 の に い （ 歳 2歳児 ）

保育 基 （月 ）

2

の が下 に する場合は、保育料が されます。

1子 2子 3子以降

2 以上の児童がいる

（年 なし）
なし

（10 未満 り て）
料

とり 等

かつ 所得割 101 未満
員 料

とり 等とは・・・ とり または以下の もしくは証書を所 する方がいる です。

、 育 、 保

別児童 証書、 基 年 証書

 3 から 2 に認定変更した場合の保育料について、年度 初の年 により、保育料が なります。年度

中で 3 から 2 に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2 歳児」としての保育料を 付して

いただきます。

 保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です。

 内在 で生 保 を受けている方は、児童1 たり月 2 00 を 度に、園での の

付が受けられます。 付の対象となる 用は、認可保育所などで必要な であって、日用 、

などの 入、 事への 加 などのう 、 として園に ったものです。 しくは、在 園また

は保育幼稚園課へお い合 せください。

員、

認可保育所などを利用する 3 歳から 歳児 （0 歳から 2 歳児は 課 ）の児童の

保育料（ 業料）は です。ただし、 や 、おやつ 、延長料 などは、保 となります。

保育 の に い

の の

保育 、 業 に い （3歳 歳 ）

の
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2

認定された の基 保育時間を て保育を う場合に、延長保育料が発生します。

基 保育時間は利用する施設により なりますので、施設へご確認ください。料 は、 施設で なり

ます。 の認可保育施設の につきましては、 施設へお い合 せください。

延長保育料は幼児 育・保育の 対象 です。 年 で発生します。ただし、下 に する場合

は、延長保育料が されます。対象 は、保育料決定通知を利用施設に提 してください。

1子 2子 3子以降

2 以上の児童がいる （年 なし） なし 料

基 保育料が または の方 員 料

注 ： の幼稚園型認定こども園は、き うだい 数による はありません。

■ 保育 間 （基 保育 間 30 30 ）

保育 時間（11時間）を る利用：30 ごとに 100

時間 延長保育料 月 上

前 時00 から 前 時2 30 ごとに 100
2 000

後6時31 から 後 時00 30 ごとに 100

■ 保育 間 （基 保育 間 30 4 30 ）

保育 時間（8時間）を て保育 時間（11時間）までの利用：30 ごとに 0

保育 時間を る利用：30 ごとに 100

時間 延長保育料 月 上

前 時00 から 前 時2 30 ごとに 100

2 000
前 時30 から 前8時2 30 ごとに 0

後 時31 から 後6時30 30 ごとに 0

後6時31 から 後 時00 30 ごとに 100

■ 保育 間 （基 保育 間 30 30 ）

延長料 はありません。

■ 保育 間 （基 保育 間 30 4 30 ）

保育 時間（8時間）を て保育 時間（11時間）までの利用：30 ごとに 0

時間 延長保育料 と月の 度

前 時30 から 前8時2 30 ごとに 0
100

後 時31 から 後6時30 30 ごとに 0

長保育 の

長保育 に い

保育園の

園 園の

の

2

認可保育施設などを利用する 3 歳から 歳児 の は の対象 となり、 の 料にかか

る 用は「保育園 」として下 のとおり していただくこととなります。

■ 保育園・認定こども園の場合

の保育園、幼保連携型認定こども園は、 施設で料 を決定しています。 施設へお い合 せ

ください。

■ 保育園の場合

月 4 00 （ ）

※ 令和6年度の です。変更となる場合がご います。

※ 月 中で退園される方は、在 日数 180 で日割り計算します

※ 児童の 病を理由に、1 月間す て休園した場合、診断書などを提出していただくと、 料になり

ます

3 歳児 の児童で の が以下に する場合は、 が になります。

の の所得割 の合計が

00 未満のす ての

の の所得割 の合計が

101 未満の とり 等 1

所得 の 3子以降の児童

とり 等とは・・・ とり または以下の もしくは証書を所 する方がいる です。

、 育 、 保

別児童 証書、 基 年 証書

保育料と の 付方法は以下のとおりです。

へ 付は、 ー ー 、施設へ いの場合は、 施設へ お い合 せください。

類 保育料

認可保育所 へ 付 へ 付

認可保育所 へ 付 施設へ い

幼保連携型認定こども園 施設へ い 施設へ い

小規模保育・保育ママ 施設へ い なし

に い

の

の

保育 ・ の い方法

の
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保育園・ 園・ 園

2

このマ は です。

施設類型 番号 施設名

公立認可
保育所
●

1 当代島保育園

2 猫実保育園

3 入船保育園

4 富岡保育園

5 東野保育園

6 日の出保育園

7 高洲保育園

私立認可
保育所
○

8 ベネッセ海園の街保育園

9 弁天保育園

10 浦安駅前保育園

11 ふたば保育園

12 入船北保育園

100 みのり保育園

101 しおかぜ保育園

102 ポピンズナーサリースクール新浦安

103 愛和元町保育園

104 アスク舞浜保育園

105 たかし保育園新浦安

106 新浦安こどもの木保育園

107 アップルナースリ－浦安保育園

109 ポピンズナーサリースクール浦安

110 AIAI NURSERY 浦安

111 浦安わかばの森保育園

112 浦安どろんこ保育園

113 舞浜こどもの木保育園

114 そらまめ保育園新浦安駅前

115 風花学園

116 こどものじかん保育園

117 新浦安きらきら保育園

118 めぶき保育園

119 さくら保育園

120 堀江こどもの木保育園

121 ソラストうらやす保育園

122 スクルドエンジェル保育園猫実園

123 AIAI NURSERY 浦安北栄

124 浦安富士見雲母(きらら）保育園

125 浦安堀江雲母(きらら）保育園

126 ソポ・ラプシ保育園

127 浦安いろどり保育園

128 トレジャーキッズうらやす保育園

129 グローバルキッズ浦安園

130 浦安きらきら保育園

私立幼保
連携型認定
こども園☆

320 渋谷教育学園浦安こども園

私立小規模
保育所
△

450 エンゼルマミー

451 ことのは保育園

452 スクルドエンジェル保育園浦安園

453 保育室ポケットママ

454 フェニックスキッズ新浦安

455 MIRATZ（ミラッツ）新浦安保育園

456 浦安わかば保育園

施設類型 番号 施設名

私立家庭的
保育事業
（保育ママ）

□

401 猫実３丁目保育室

402 新浦安よつば保育室

403 入船五丁目保育室

404 堀江－野田保育室

406 富士見保育室

公立幼稚園型
認定こども園

★

301 若草認定こども園

303 みなみ認定こども園

304 神明認定こども園

305 北部認定こども園

306 見明川認定こども園

307 堀江認定こども園

309 美浜南認定こども園

310 入船南認定こども園

311 舞浜認定こども園

312 美浜北認定こども園
令和７年度は募集を停止しております

314 明海認定こども園

公立幼稚園
◆

902 青葉幼稚園

908 富岡幼稚園

913 日の出幼稚園

私立幼稚園
◇

1001 浦安幼稚園

1002 吹上幼稚園

1003 聖徳大学附属浦安幼稚園

1004 暁星国際学園新浦安幼稚園

1005 渋谷教育学園浦安幼稚園

N
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2

保育園・ 園・ 園

2

このマ は です。
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453 保育室ポケットママ

454 フェニックスキッズ新浦安
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456 浦安わかば保育園
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□

401 猫実３丁目保育室
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認定こども園
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307 堀江認定こども園

309 美浜南認定こども園

310 入船南認定こども園

311 舞浜認定こども園

312 美浜北認定こども園
令和７年度は募集を停止しております

314 明海認定こども園

公立幼稚園
◆

902 青葉幼稚園

908 富岡幼稚園

913 日の出幼稚園

私立幼稚園
◇

1001 浦安幼稚園

1002 吹上幼稚園

1003 聖徳大学附属浦安幼稚園

1004 暁星国際学園新浦安幼稚園

1005 渋谷教育学園浦安幼稚園

N
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30

施設の 要などは、 ー ー よりご確認いただけます。

■ 長保育
保育 時間および保育 時間を する延長保育については、保育料とは別に料 がかかります。

■ 上 とは
保育料の かに、別 、園 や 用 、 、おやつ などの があります。また、 、 育 などを 施して

いる園は上 せ があります。 しくは、 施設へお い合 せください。

■ とは
場は 数が られています。 用可能 数につきましては、 園にお い合 せください。

■ 園 （ ）に い
の定める園庭の基 を満たすものはありませんが、 び等が可能な ー が確保されています。

■ 園に い
月一 申込の 、1 認定・2 認定ともに年 の入園 が だった場合は、 申込から、その年

の を します。

■ 園の （ ）に い
お を するか、 提 ー を利用するか、保 の方が できるようになっています。

令和 年度は、月 回「 の日」を設けております。

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所
施設の

が んでいる

ため、 事

を う 定で

す。

1

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○
1 2 2 （ ：30 18：30）

0 3 2 1866 （ 8：30 16：30）

2

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
3 31 1 （ ：30 18：30）

0 3 3 21 2 （ 8：30 16：30）

営

認可保育所

○

10

前保育園

（ 原 保育園）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○
1 2 （ ：00 18：00）

0 381 802 （ 8：30 16：30）

○

11

たば保育園

（ ）

：00 20：00

： 00 1 ：00
：00 18：00

○ ○ ○1 16 （ ：00 18：00）

0 30 0 （ 8：30 16：30）

日は、みのり保育園で合同保育となります。

○

100

みのり保育園

（ ）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○ ○ ○ ○
2 （ ：00 18：00）

0 3 1 3 （ 8：30 16：30）

○

10

保育園

（（ ）もっくもっく）
：00 20：00 ：30 18：30

○ ○
1 11 2 3 （ ：00 18：00） （ ：30 18：30）

0 3 2 2631 （ 8：30 16：30）

○

10

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○ ○
3 2 13（ 3 ） （ ：00 18：00）

0 11 2611 （ 8：30 16：30）

保育施設 の

（ ・ ・ ）

31

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所

○

110

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
2 3 （ ：00 18：00）

0 316 2181 （ 8：30 16：30）

○

111

かばの 保育園

（（一社）は くみ）
：00 20：00

○ ○
2 1 8 （ ：00 18：00）

0 381 13 （ 8：30 16：30）

○

118

め き保育園

（ ）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○ ○ ○
2 1 3 （ ：00 18：00）

0 316 0 （ 8：30 16：30）

日は、みのり保育園で合同保育となります。

3歳児 からの連携施設 みのり保育園

○

122

保育園 園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
2 13 2 （ ：30 18：30）

0 12 268 （ 8：30 16：30）

○

123

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
3 1 （ ：00 18：00）

0 11 1 2 （ 8：30 16：30）

○

126

・ 保育園

（ （同））
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
1 1 23 2 （ ：00 18：00）

0 31 10 3 （ 8：30 16：30）

○

12

い どり保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
6 18 （ ：00 18：00）

0 11 0 0 （ 8：30 16：30）

○

128

うらやす保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
3 6 12 （ ：00 18：00）

0 11 2366 （ 8：30 16：30）

○

12

園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○
2 2 （ ：00 18：00）

0 12 11 （ ：00 1 ：00）

○

130

きらきら保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
2 11 8 （ ：00 18：00）

0 3 0 600 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

301

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
6 12 （ ：30 18：30）

0 3 1 2 0 （ 8：30 16：30）

30

明認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
1 18 3 （ ：30 18：30）

0 3 1 8 （ 8：30 16：30）

30

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 2 2 （ ：30 18：30）

0 3 1 3010 （ 8：30 16：30）

保育ママ
01

3 保育

（ ママ）
：30 18：30

なし

○
3 （ 受 社 く） （ ：30 18：30）

0 0 1 138 （ 8：30 16：30）

連携保育園 保育園

3歳児 からの連携施設 認定こども園

営

小規模保育

2

保育園 園

（ ）
：30 1 ：30

○3 3 1（ 101） （ ：30 18：30）

0 3 0 600 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 保育園 園

6

かば保育園

（（一社）はく み）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○1 12 （ ：00 18：00）

0 02 6 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 かばの 保育園
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30

施設の 要などは、 ー ー よりご確認いただけます。

■ 長保育
保育 時間および保育 時間を する延長保育については、保育料とは別に料 がかかります。

■ 上 とは
保育料の かに、別 、園 や 用 、 、おやつ などの があります。また、 、 育 などを 施して

いる園は上 せ があります。 しくは、 施設へお い合 せください。

■ とは
場は 数が られています。 用可能 数につきましては、 園にお い合 せください。

■ 園 （ ）に い
の定める園庭の基 を満たすものはありませんが、 び等が可能な ー が確保されています。

■ 園に い
月一 申込の 、1 認定・2 認定ともに年 の入園 が だった場合は、 申込から、その年

の を します。

■ 園の （ ）に い
お を するか、 提 ー を利用するか、保 の方が できるようになっています。

令和 年度は、月 回「 の日」を設けております。

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所
施設の

が んでいる

ため、 事

を う 定で

す。

1

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○
1 2 2 （ ：30 18：30）

0 3 2 1866 （ 8：30 16：30）

2

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
3 31 1 （ ：30 18：30）

0 3 3 21 2 （ 8：30 16：30）
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認可保育所

○
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前保育園

（ 原 保育園）
：00 1 ：00 ：00 18：00
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1 2 （ ：00 18：00）

0 381 802 （ 8：30 16：30）

○

11

たば保育園

（ ）

：00 20：00

： 00 1 ：00
：00 18：00

○ ○ ○1 16 （ ：00 18：00）

0 30 0 （ 8：30 16：30）

日は、みのり保育園で合同保育となります。

○

100

みのり保育園
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2 （ ：00 18：00）
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：00 20：00 ：30 18：30

○ ○
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保育施設 の

（ ・ ・ ）
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営

施設
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月

所時間
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○ ○
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（ ）
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0 3 0 600 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園
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認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
6 12 （ ：30 18：30）

0 3 1 2 0 （ 8：30 16：30）

30

明認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
1 18 3 （ ：30 18：30）
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30
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（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 2 2 （ ：30 18：30）

0 3 1 3010 （ 8：30 16：30）
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3 保育

（ ママ）
：30 18：30

なし

○
3 （ 受 社 く） （ ：30 18：30）

0 0 1 138 （ 8：30 16：30）

連携保育園 保育園

3歳児 からの連携施設 認定こども園

営

小規模保育

2

保育園 園

（ ）
：30 1 ：30

○3 3 1（ 101） （ ：30 18：30）

0 3 0 600 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 保育園 園

6

かば保育園

（（一社）はく み）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○1 12 （ ：00 18：00）

0 02 6 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 かばの 保育園
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営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所

○

101

しおか 保育園

（ 和 ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○ ○
12 1 （ ：00 18：00）

0 306 01 （ 8：30 16：30）

○

103

和元 保育園

（ 生 ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○
○ ○ ○ ○

20 11 （ ：00 18：00）

0 3 3 10 （ 8：30 16：30）
休日保育の 所日時は、日 日・ 日（ただし、12月2 日 1月3日を く）の 00 1 00

です。休日保育は、 施園の園児でなくても の保育認定（2 ・3 ）を受けて 定 育・保育施

設、 定 型保育事業（幼稚園型認定こども園、家庭的保育事業を く）を利用している児童は利用

できます（就労証明書等で保 ・同 の 員の日 日・ 日の就労等が確認でき、 で

保育が可能な場合。ただし きがない場合はご利用いただけません）。

○

10

保育園

（ 日 保育 ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
2 （ ：00 18：00）

0 306 2300 （ ：00 1 ：00）

○

112

ど んこ保育園

（（ ）ど んこ ）
：00 20：00

○ ○
1 3 2 （ ：00 18：00）

0 318 2233 （ 8：30 16：30）

○

113

こどもの 保育園

（ こどもの ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
1 11 1 （ ：00 18：00）

0 3 030 （ 8：30 16：30）

○

11

園

（（一社） 園）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○ ○
6 11 3 （ ：00 18：00）

0 11 123 （ 8：30 16：30）

○

11

さくら保育園

（（ ）さくら）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
6 28 （ ：00 18：00）

0 303 3 3 （ 8：30 16：30）

○

120

こどもの 保育園

（ こどもの ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
1 2 8 （ ：00 18：00）

0 12 68 （ 8：30 16：30）

○

121

トうらやす保育園

（ ト）
：00 1 ：00

○ ○
36 （ ：00 18：00）

0 32 2 0 （ 8：30 16：30）

○

12

きらら 保育園

（ ・ ・ ）
：00 20：00

○
1 1 （ ：00 18：00）

0 381 8100 （ 8：30 16：30）

○

12

きらら 保育園

（ ・ ・ ）
：00 20：00

○
3 2 6 （ ：00 18：00）

0 3 8810 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

303

みなみ認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
2 （ ：30 18：30）

0 3 1 8803 （ 8：30 16：30）

30

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 6 （ ：30 18：30）

0 33 21 1 （ 8：30 16：30）

保育ママ
0

保育

（ ママ）
：30 18：30

なし

○ ○

3
（おさん 「 2 」 く）

（ ：30 18：30）

0 0 6 60 163 （ 8：30 16：30）

連携保育園 保育園

3歳児 からの連携施設 認定こども園

（ ・ ）

33

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

保育ママ
06

保育

（ ママ）
8：00 18：00

なし

○
2 （ く） （ 8：00 18：00）

0 0 2 1 2 （ 8：30 16：30）

連携保育園 保育園

3歳児 からの連携施設 みなみ認定こども園

営

小規模保育 3

保育

（ ）
：30 20：00 ：30 18：30

○ ○2 1 （ ：30 18：30）

0 3 3 863 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 和元 保育園

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○

3 1 6 （ ：30 18：30）

0 3 1 33 （ 8：30 16：30）

場について、 の 場の一 を、 定的に利用できます。 後、施設の 合により

利用できなくなる場合もあります。

にある 的 場にて て を う計 を めております。令和 年度に を

定しております。

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
1 2 （ ：30 18：30）

0 3 0 321 （ 8：30 16：30）

場について、 合 ーの 場の一 を、 定的に利用できます。 後、施設の 合

により利用できなくなる場合もあります。

施設の が んでいるため、 事を う 定です。

営

認可保育所

○

保育園

（ かみや ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
1 1 28 （ ：00 18：00）

0 316 88 1 （ 8：30 16：30）

○

116

こどものじかん保育園

（（ ） ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
3 11 （ ：00 18：00）

0 02 081 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

306

明 認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 1 3 （ ：30 18：30）

0 3 2 8880 （ 8：30 16：30）

311

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
2 1 2 （ ：30 18：30）

0 3 3 0110 （ 8：30 16：30）

営

小規模保育

1

ことのは保育園

（ 同 ）
：00 1 ：00

○1 11 （ ：30 18：30）

0 12 813 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 入 保育園

6

かば保育園

（（一社）はく み）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○1 12 （ ：00 18：00）

0 02 6 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 かばの 保育園

（ 、 、 、 、 ）
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32

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所

○

101

しおか 保育園

（ 和 ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○ ○
12 1 （ ：00 18：00）

0 306 01 （ 8：30 16：30）

○

103

和元 保育園

（ 生 ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○
○ ○ ○ ○

20 11 （ ：00 18：00）

0 3 3 10 （ 8：30 16：30）
休日保育の 所日時は、日 日・ 日（ただし、12月2 日 1月3日を く）の 00 1 00

です。休日保育は、 施園の園児でなくても の保育認定（2 ・3 ）を受けて 定 育・保育施

設、 定 型保育事業（幼稚園型認定こども園、家庭的保育事業を く）を利用している児童は利用

できます（就労証明書等で保 ・同 の 員の日 日・ 日の就労等が確認でき、 で

保育が可能な場合。ただし きがない場合はご利用いただけません）。

○

10

保育園

（ 日 保育 ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
2 （ ：00 18：00）

0 306 2300 （ ：00 1 ：00）

○

112

ど んこ保育園

（（ ）ど んこ ）
：00 20：00

○ ○
1 3 2 （ ：00 18：00）

0 318 2233 （ 8：30 16：30）

○

113

こどもの 保育園

（ こどもの ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
1 11 1 （ ：00 18：00）

0 3 030 （ 8：30 16：30）

○

11

園

（（一社） 園）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○ ○
6 11 3 （ ：00 18：00）

0 11 123 （ 8：30 16：30）

○

11

さくら保育園

（（ ）さくら）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
6 28 （ ：00 18：00）

0 303 3 3 （ 8：30 16：30）

○

120

こどもの 保育園

（ こどもの ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
1 2 8 （ ：00 18：00）

0 12 68 （ 8：30 16：30）

○

121

トうらやす保育園

（ ト）
：00 1 ：00

○ ○
36 （ ：00 18：00）

0 32 2 0 （ 8：30 16：30）

○

12

きらら 保育園

（ ・ ・ ）
：00 20：00

○
1 1 （ ：00 18：00）

0 381 8100 （ 8：30 16：30）

○

12

きらら 保育園

（ ・ ・ ）
：00 20：00

○
3 2 6 （ ：00 18：00）

0 3 8810 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

303

みなみ認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
2 （ ：30 18：30）

0 3 1 8803 （ 8：30 16：30）

30

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 6 （ ：30 18：30）

0 33 21 1 （ 8：30 16：30）

保育ママ
0

保育

（ ママ）
：30 18：30

なし

○ ○

3
（おさん 「 2 」 く）

（ ：30 18：30）

0 0 6 60 163 （ 8：30 16：30）

連携保育園 保育園

3歳児 からの連携施設 認定こども園

（ ・ ）

33

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

保育ママ
06

保育

（ ママ）
8：00 18：00

なし

○
2 （ く） （ 8：00 18：00）

0 0 2 1 2 （ 8：30 16：30）

連携保育園 保育園

3歳児 からの連携施設 みなみ認定こども園

営

小規模保育 3

保育

（ ）
：30 20：00 ：30 18：30

○ ○2 1 （ ：30 18：30）

0 3 3 863 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 和元 保育園

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○

3 1 6 （ ：30 18：30）

0 3 1 33 （ 8：30 16：30）

場について、 の 場の一 を、 定的に利用できます。 後、施設の 合により

利用できなくなる場合もあります。

にある 的 場にて て を う計 を めております。令和 年度に を

定しております。

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
1 2 （ ：30 18：30）

0 3 0 321 （ 8：30 16：30）

場について、 合 ーの 場の一 を、 定的に利用できます。 後、施設の 合

により利用できなくなる場合もあります。

施設の が んでいるため、 事を う 定です。

営

認可保育所

○

保育園

（ かみや ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
1 1 28 （ ：00 18：00）

0 316 88 1 （ 8：30 16：30）

○

116

こどものじかん保育園

（（ ） ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
3 11 （ ：00 18：00）

0 02 081 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

306

明 認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 1 3 （ ：30 18：30）

0 3 2 8880 （ 8：30 16：30）

311

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
2 1 2 （ ：30 18：30）

0 3 3 0110 （ 8：30 16：30）

営

小規模保育

1

ことのは保育園

（ 同 ）
：00 1 ：00

○1 11 （ ：30 18：30）

0 12 813 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 入 保育園

6

かば保育園

（（一社）はく み）
：00 1 ：00 ：00 18：00

○1 12 （ ：00 18：00）

0 02 6 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 かばの 保育園

（ 、 、 、 、 ）
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34

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所 3

入 保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
入 6 1 （ ：30 18：30）

0 3 3 6 2 （ 8：30 16：30）

営

認可保育所

○

12

入 保育園

（ かみや ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
入 3 1 （ ：00 18：00）

0 316 666 （ 8：30 16：30）

○

102

新

（ ）
：00 23：00

○
○ ○ ○ ○

入 1 2 1 新 （ ：00 18：00）

0 30 2101 （ 8：30 16：30）

休日保育の 所日時は、日 日・ 日（ただし、12 月 2 日 1 月 3 日を く）の 00 1 00

です。休日保育は、 施園の園児でなくても の保育認定（2 ・3 ）を受けて 定 育・保育施

設、 定 型保育事業（幼稚園型認定こども園、家庭的保育事業を く）を利用している児童は利用で

きます（就労証明書等で保 ・同 の 員の日 日・ 日の就労等が確認でき、 で 保育

が可能な場合。ただし きがない場合はご利用いただけません）。

○

10

たかし保育園新

（ 原 保育園）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
入 6 1 （ ：00 18：00）

0 3 3 1 1 （ 8：30 16：30）

○

106

新 こどもの 保育園

こどもの ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
3 2 18 （ ：00 18：00）

0 3 0 6600 （ 8：30 16：30）

○

11

そらまめ保育園新 前

（ ー ）
：00 21：00

○
入 1 6 1 （ ：00 18：00）

0 12 811 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

30

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 1 2 （ ：30 18：30）

0 3 3 66 （ 8：30 16：30）

310

入 認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
入 3 66 2 （ ：30 18：30）

0 3 3 8 01 （ 8：30 16：30）

312

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし
○ ○ ○12 3 （ ：30 18：30）

（ 8：30 16：30）

令和 年度は、 を しております

保育ママ

02

新 よつば保育

（ 中ママ）
：30 18：30

なし

○
入 2 （入 ） （ ：30 18：30）

0 0 83 6 866 （ 8：30 16：30）

連携保育園 入 保育園

3歳児 からの連携施設 入 認定こども園

03

入 保育

（ ママ）
：30 18：00

なし

○
入 （入 ） （ ：30 18：00）

0 0 166 6636 （ 8：30 16：30）

連携保育園 入 保育園

3歳児 からの連携施設 入 認定こども園

営

小規模保育

0

マ ー

（ ）
：00 21：00 ：30 18：30

○入 16 （ ：30 18：30）

0 3 8 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 ー ー ー 新

新

（ ）
：00 1 ：00

○
1

新 103
（ ：00 18：00）

0 12 6 （ 8：00 16：00）

3 歳児 からの連携施設 入 保育園

（ 、 、 ）

3

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所
施設の

が んでいる

ため、 事

を う 定で

す。

6

日の出保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○日の出2 11 1 （ ：30 18：30）

0 380 0880 （ 8：30 16：30）

場は施設から し れた 時 定 場です。 後、利用できなくなる場合があります。

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
2 3 （ ：30 18：30）

0 30 1313 （ 8：30 16：30）

営

認可保育所

○

8

園の 保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○
明 3 2 12 （ ：30 18：30）

0 316 8688 （ 8：30 16：30）

歳児 からの連携施設 育 園 こども園

場は施設から し れた 時 定 場です。 後、利用できなくなる場合があります。

○

11

新 きらきら保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
明 2 12 1 （ ：00 18：00）

0 380 6810 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園
31

明 認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
明 2 13 3 （ ：30 18：30）

0 380 8800 （ 8：30 16：30）

営

幼保連携型

認定こども園
320

育 園 こども園

（ 育 園）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○ ○ ○
明 1 （ ：30 18：30）

0 30 1220 （ 8：30 16：30）

営

小規模保育

新 保育園

（ ）
：00 1 ：00

○
明 1

新 2
（ ：30 18：30）

0 12 6032 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 入 保育園

この では、幼稚園に する は、 しておりません。

幼稚園に する内 は、 ー ー をご確認ください。

幼稚園に する内 は、 施設へ お い合 せください。

営 園 施設 営 所

幼稚園

02 幼稚園 3 12 1 0 3 1 2688

08 幼稚園 1 1 2 0 3 3 23

13 日の出幼稚園 日の出2 1 1 0 3 6333

幼稚園

1001 幼稚園 法 ー 園 3 3 1 0 3 1266

1002 上幼稚園 法 園 1 1 0 3 1 121

1003 幼稚園 法 園 日の出 2 0 383 88

100 園新 幼稚園
法 園

園新 幼稚園
2 20 0 30 11 2

100 育 園 幼稚園 法 育 園 2 3 1 0 30 1221

（ の 、 、 ）

園
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34

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所 3

入 保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
入 6 1 （ ：30 18：30）

0 3 3 6 2 （ 8：30 16：30）

営

認可保育所

○

12

入 保育園

（ かみや ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○
入 3 1 （ ：00 18：00）

0 316 666 （ 8：30 16：30）

○

102

新

（ ）
：00 23：00

○
○ ○ ○ ○

入 1 2 1 新 （ ：00 18：00）

0 30 2101 （ 8：30 16：30）

休日保育の 所日時は、日 日・ 日（ただし、12 月 2 日 1 月 3 日を く）の 00 1 00

です。休日保育は、 施園の園児でなくても の保育認定（2 ・3 ）を受けて 定 育・保育施

設、 定 型保育事業（幼稚園型認定こども園、家庭的保育事業を く）を利用している児童は利用で

きます（就労証明書等で保 ・同 の 員の日 日・ 日の就労等が確認でき、 で 保育

が可能な場合。ただし きがない場合はご利用いただけません）。

○

10

たかし保育園新

（ 原 保育園）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
入 6 1 （ ：00 18：00）

0 3 3 1 1 （ 8：30 16：30）

○

106

新 こどもの 保育園

こどもの ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○ ○
3 2 18 （ ：00 18：00）

0 3 0 6600 （ 8：30 16：30）

○

11

そらまめ保育園新 前

（ ー ）
：00 21：00

○
入 1 6 1 （ ：00 18：00）

0 12 811 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園

30

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
3 1 2 （ ：30 18：30）

0 3 3 66 （ 8：30 16：30）

310

入 認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
入 3 66 2 （ ：30 18：30）

0 3 3 8 01 （ 8：30 16：30）

312

認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし
○ ○ ○12 3 （ ：30 18：30）

（ 8：30 16：30）

令和 年度は、 を しております

保育ママ

02

新 よつば保育

（ 中ママ）
：30 18：30

なし

○
入 2 （入 ） （ ：30 18：30）

0 0 83 6 866 （ 8：30 16：30）

連携保育園 入 保育園

3歳児 からの連携施設 入 認定こども園

03

入 保育

（ ママ）
：30 18：00

なし

○
入 （入 ） （ ：30 18：00）

0 0 166 6636 （ 8：30 16：30）

連携保育園 入 保育園

3歳児 からの連携施設 入 認定こども園

営

小規模保育

0

マ ー

（ ）
：00 21：00 ：30 18：30

○入 16 （ ：30 18：30）

0 3 8 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 ー ー ー 新

新

（ ）
：00 1 ：00

○
1

新 103
（ ：00 18：00）

0 12 6 （ 8：00 16：00）

3 歳児 からの連携施設 入 保育園

（ 、 、 ）

3

営

施設

（ 営 ）

所

月

所時間

（保育 時間利用 基 保育時間）

（保育 時間利用 基 保育時間）

営

認可保育所
施設の

が んでいる

ため、 事

を う 定で

す。

6

日の出保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○日の出2 11 1 （ ：30 18：30）

0 380 0880 （ 8：30 16：30）

場は施設から し れた 時 定 場です。 後、利用できなくなる場合があります。

保育園

（ ）
：00 1 ：00

○ ○ ○
2 3 （ ：30 18：30）

0 30 1313 （ 8：30 16：30）

営

認可保育所

○

8

園の 保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○
明 3 2 12 （ ：30 18：30）

0 316 8688 （ 8：30 16：30）

歳児 からの連携施設 育 園 こども園

場は施設から し れた 時 定 場です。 後、利用できなくなる場合があります。

○

11

新 きらきら保育園

（ ）
：00 20：00 ：00 18：00

○ ○
明 2 12 1 （ ：00 18：00）

0 380 6810 （ 8：30 16：30）

営

幼稚園型

認定こども園
31

明 認定こども園

（ ）
：30 18：30

なし ○ ○ ○
明 2 13 3 （ ：30 18：30）

0 380 8800 （ 8：30 16：30）

営

幼保連携型

認定こども園
320

育 園 こども園

（ 育 園）
：00 20：00 ：00 1 ：00

○ ○ ○ ○ ○
明 1 （ ：30 18：30）

0 30 1220 （ 8：30 16：30）

営

小規模保育

新 保育園

（ ）
：00 1 ：00

○
明 1

新 2
（ ：30 18：30）

0 12 6032 （ 8：30 16：30）

3 歳児 からの連携施設 入 保育園

この では、幼稚園に する は、 しておりません。

幼稚園に する内 は、 ー ー をご確認ください。

幼稚園に する内 は、 施設へ お い合 せください。

営 園 施設 営 所

幼稚園

02 幼稚園 3 12 1 0 3 1 2688

08 幼稚園 1 1 2 0 3 3 23

13 日の出幼稚園 日の出2 1 1 0 3 6333

幼稚園

1001 幼稚園 法 ー 園 3 3 1 0 3 1266

1002 上幼稚園 法 園 1 1 0 3 1 121

1003 幼稚園 法 園 日の出 2 0 383 88

100 園新 幼稚園
法 園

園新 幼稚園
2 20 0 30 11 2

100 育 園 幼稚園 法 育 園 2 3 1 0 30 1221

（ の 、 、 ）

園
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3

令和 年度 月の 込み定員数です。 後変更となる可能性もご いますので、ご ください。また、保

育園の などにより、定員数の受け入れができない場合がご いますので、ご ください。

月一 では、 退園 定 で利用 を います。 月 以降は、 きがある場合に利用

を います。 月の き は、 ー ー にてご確認ください。 きがない施設でも、退園 や

内定 退 など きが出る可能性がご いますので、 園に ことができます。
受け入れ年 施設 歳 1歳 2歳 3歳 歳 歳

歳児（ 日 ） 2 歳児

118 め き保育園 12 1 1

連携施設へ

0 マ ー

1 ことのは保育園 3 8 8

2 保育園 園 3 6

3 保育 トママ 2

新 3 8 8

（ ）新 保育園 3 8 8

6 かば保育園 3

歳児（生後 6か月） 2歳児

01 3 保育 合計

02 新 よつば保育 合計

03 入 保育 合計

0 保育 合計

1歳児 2歳児 06 保育 合計

歳児（ 日 ） 3 歳児 8 園の 保育園 12 1 1 連携施設へ

歳児（ 日 ） 歳児（就 前）

1 保育園 1 18 20 2 2

2 保育園 11 1 1 1 21 22

3 入 保育園 12 30 3 8 8 8

保育園 2 2 2 2 2

保育園 1 30 32 32 32 32

6 日の出保育園 33 33 31 31 31

保育園 18 0 2 3

保育園 1 1 21 2 2 2

10 前保育園 6 10 12 12 12 12

11 たば保育園 12 18 18 20 21 21

12 入 保育園 22 2 2 2 26

100 みのり保育園 12 20 2 3 3 3

101 しおか 保育園 1 18 20 2 2

102 ー ー ー 新 18 23 26 30 32 30

103 和元 保育園 20 28 2 3 3 3

10 保育園 6 10 12 12 12 12

10 たかし保育園新 6 12 12 12 12 16

106 新 こどもの 保育園 3 10 11 11 11

10 ー ー 保育園 10 10 10 11 12

10 ー ー ー 12 18 23 23 2 2

110 8

111 かばの 保育園 6 12 12 16 16 16

112 ど んこ保育園 6 10 12 1 1 1

113 こどもの 保育園 6 10 12 12 12 12

11 そらまめ保育園新 前 12 12 1 1 1

11 園 3 8 8 8 8

116 こどものじかん保育園 6 10 10 10 10 10

11 新 きらきら保育園 12 12 12 12 12

11 さくら保育園 12 18 18 20 23 23

120 こどもの 保育園 3 12 12 12 12

121 トうらやす保育園 6 8

122 保育園 園 11 12 18 18 18

123 12 12 1 16 16

12 （きらら）保育園 6 11 11 12 11 11

12 （きらら）保育園 6 10 11 11 11 11

126 ・ 保育園 3 10 10 10 10 10

12 い どり保育園 3 12 12 1 1 1

128 ト ー うらやす保育園 6 10 11 11 11 11

12 ー 園 6 1 1 1 1 1

130 きらきら保育園 6 10 12 13 13 13

320 育 園 こども園 30 36 3

3歳児（年 ） 歳児（就 前）

301 認定こども園 10 10

303 みなみ認定こども園 10 10

30 明認定こども園 10 10

30 認定こども園 10 10

306 明 認定こども園 10 10

30 認定こども園 10 10

30 認定こども園 10 10

310 入 認定こども園 10 10 10

311 認定こども園 10 10

312 認定こども園（ なし）

31 明 認定こども園 10 10

入

き

別 員の

3

認可保育施設の利用 （入所 方法）は、児童に一 ずつ 数をつけて、 数が い児童から に決

めていきます。保育幼稚園課では 数の 算は っておりませんので、ご自 で 算してください。

園の で はありません。入所したい に 園を決めてください。

基 を 1つ決定

い を す て合算

■ 利用 基 数 （基 ）

保 の 基

1 就労 1週間の労 時間が 0時間以上である場合 0

1 週間の労 時間が3 時間以上 0時間未満である場合

1週間の労 時間が30時間以上3 時間未満である場合 0

1 週間の労 時間が2 時間以上30 時間未満である場合 3

1 週間の労 時間が 16時間以上 2 時間未満である場合 30

2 出産 出産前後の休 のため保育に たることができない場合 0

3 病

は

がい

病 は 1か月以上の入 （ 定を む。） 0

内 時 1か月以上の 時 の場合 0

性 0

一 が1か月以上 を要

すると診断した
0

通 加 が1か月以上通 加

を要すると診断した
30

がい の 付を受けている場合 度等 が 1 は 2 である場合 0

度等 が 3 は （ がいの場

合に る。）である場合
0

度等 が （ がいの場合を

く。）、 、6 は である場合
30

育 の 付を

受けている場合

知的 がいの

がいの 度

（（ ））、 の1 は の2である場合
0

の1である場合 0

の2である場合 30

保 の 付を受けている場合 0

病 、施設、

等の付 い

付 いを としている場合

自 、 育 び

保 の 付を受けている の

を としている場合

度等 が 1 は 2 、知的 がいの

がいの 度が（（ ））、 の 1 は の2 び 保

の 付を受けている場合

0

度等 が 3 は （ がいの場

合に る。）、知的 がいの がいの 度が の 1 である場

合

度等 が （ がいの場合を

く。）、 、6 は 、知的 がいの がいの 度が

の2である場合

30

、 、 等で家 が れ は を受け、その復 に たっている場合 0

6 その他 在等 、 別、 方 明、 、未 、 中の別 等 0

職 就労の内定・ 業 定・未定 20

就 等 就労であるが、就 ・ 能 得のため通 を としている場合

上 以 児童の保 が前 に げるものに類する にあることにより、 児童を保育することができな

いと認められる場合

1 基 日は、 の利用 の申請に る期 の日とする。

2 保 のう 、ど らか い方の基 によるものとする。

3 については 1の を 用し、 については 1の から6の までを 用する。

知事以 の が 付する 育 の がいの 度については、 知事が 付する がいの 度に する がいの 度の を適用する。

の病 、施設、 等の付 いで付 いを としている場合には、 動時間を むものとする。

の 基 ・

保 の基

同
点
判
定
へ

基

保 の基

合計

入

き
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3

令和 年度 月の 込み定員数です。 後変更となる可能性もご いますので、ご ください。また、保

育園の などにより、定員数の受け入れができない場合がご いますので、ご ください。

月一 では、 退園 定 で利用 を います。 月 以降は、 きがある場合に利用

を います。 月の き は、 ー ー にてご確認ください。 きがない施設でも、退園 や

内定 退 など きが出る可能性がご いますので、 園に ことができます。
受け入れ年 施設 歳 1歳 2歳 3歳 歳 歳

歳児（ 日 ） 2 歳児

118 め き保育園 12 1 1

連携施設へ

0 マ ー

1 ことのは保育園 3 8 8

2 保育園 園 3 6

3 保育 トママ 2

新 3 8 8

（ ）新 保育園 3 8 8

6 かば保育園 3

歳児（生後 6か月） 2歳児

01 3 保育 合計

02 新 よつば保育 合計

03 入 保育 合計

0 保育 合計

1歳児 2歳児 06 保育 合計

歳児（ 日 ） 3 歳児 8 園の 保育園 12 1 1 連携施設へ

歳児（ 日 ） 歳児（就 前）

1 保育園 1 18 20 2 2

2 保育園 11 1 1 1 21 22

3 入 保育園 12 30 3 8 8 8

保育園 2 2 2 2 2

保育園 1 30 32 32 32 32

6 日の出保育園 33 33 31 31 31

保育園 18 0 2 3

保育園 1 1 21 2 2 2

10 前保育園 6 10 12 12 12 12

11 たば保育園 12 18 18 20 21 21

12 入 保育園 22 2 2 2 26

100 みのり保育園 12 20 2 3 3 3

101 しおか 保育園 1 18 20 2 2

102 ー ー ー 新 18 23 26 30 32 30

103 和元 保育園 20 28 2 3 3 3

10 保育園 6 10 12 12 12 12

10 たかし保育園新 6 12 12 12 12 16

106 新 こどもの 保育園 3 10 11 11 11

10 ー ー 保育園 10 10 10 11 12

10 ー ー ー 12 18 23 23 2 2

110 8

111 かばの 保育園 6 12 12 16 16 16

112 ど んこ保育園 6 10 12 1 1 1

113 こどもの 保育園 6 10 12 12 12 12

11 そらまめ保育園新 前 12 12 1 1 1

11 園 3 8 8 8 8

116 こどものじかん保育園 6 10 10 10 10 10

11 新 きらきら保育園 12 12 12 12 12

11 さくら保育園 12 18 18 20 23 23

120 こどもの 保育園 3 12 12 12 12

121 トうらやす保育園 6 8

122 保育園 園 11 12 18 18 18

123 12 12 1 16 16

12 （きらら）保育園 6 11 11 12 11 11

12 （きらら）保育園 6 10 11 11 11 11

126 ・ 保育園 3 10 10 10 10 10

12 い どり保育園 3 12 12 1 1 1

128 ト ー うらやす保育園 6 10 11 11 11 11

12 ー 園 6 1 1 1 1 1

130 きらきら保育園 6 10 12 13 13 13

320 育 園 こども園 30 36 3

3歳児（年 ） 歳児（就 前）

301 認定こども園 10 10

303 みなみ認定こども園 10 10

30 明認定こども園 10 10

30 認定こども園 10 10

306 明 認定こども園 10 10

30 認定こども園 10 10

30 認定こども園 10 10

310 入 認定こども園 10 10 10

311 認定こども園 10 10

312 認定こども園（ なし）

31 明 認定こども園 10 10

入

き

別 員の

3

認可保育施設の利用 （入所 方法）は、児童に一 ずつ 数をつけて、 数が い児童から に決

めていきます。保育幼稚園課では 数の 算は っておりませんので、ご自 で 算してください。

園の で はありません。入所したい に 園を決めてください。

基 を 1つ決定

い を す て合算

■ 利用 基 数 （基 ）

保 の 基

1 就労 1週間の労 時間が 0時間以上である場合 0

1 週間の労 時間が3 時間以上 0時間未満である場合

1週間の労 時間が30時間以上3 時間未満である場合 0

1 週間の労 時間が2 時間以上30 時間未満である場合 3

1 週間の労 時間が 16時間以上 2 時間未満である場合 30

2 出産 出産前後の休 のため保育に たることができない場合 0

3 病

は

がい

病 は 1か月以上の入 （ 定を む。） 0

内 時 1か月以上の 時 の場合 0

性 0

一 が1か月以上 を要

すると診断した
0

通 加 が1か月以上通 加

を要すると診断した
30

がい の 付を受けている場合 度等 が 1 は 2 である場合 0

度等 が 3 は （ がいの場

合に る。）である場合
0

度等 が （ がいの場合を

く。）、 、6 は である場合
30

育 の 付を

受けている場合

知的 がいの

がいの 度

（（ ））、 の1 は の2である場合
0

の1である場合 0

の2である場合 30

保 の 付を受けている場合 0

病 、施設、

等の付 い

付 いを としている場合

自 、 育 び

保 の 付を受けている の

を としている場合

度等 が 1 は 2 、知的 がいの

がいの 度が（（ ））、 の 1 は の2 び 保

の 付を受けている場合

0

度等 が 3 は （ がいの場

合に る。）、知的 がいの がいの 度が の 1 である場

合

度等 が （ がいの場合を

く。）、 、6 は 、知的 がいの がいの 度が

の2である場合

30

、 、 等で家 が れ は を受け、その復 に たっている場合 0

6 その他 在等 、 別、 方 明、 、未 、 中の別 等 0

職 就労の内定・ 業 定・未定 20

就 等 就労であるが、就 ・ 能 得のため通 を としている場合

上 以 児童の保 が前 に げるものに類する にあることにより、 児童を保育することができな

いと認められる場合

1 基 日は、 の利用 の申請に る期 の日とする。

2 保 のう 、ど らか い方の基 によるものとする。

3 については 1の を 用し、 については 1の から6の までを 用する。

知事以 の が 付する 育 の がいの 度については、 知事が 付する がいの 度に する がいの 度の を適用する。

の病 、施設、 等の付 いで付 いを としている場合には、 動時間を むものとする。

の 基 ・

保 の基

同
点
判
定
へ

基

保 の基

合計

入

き
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■ 利用 基 数 （ ）
保 等の

1

在等

在等の場合（ 、 方 明、 、未 、 、 中の別 等の理由により 在 は

とり の にある場合）
10

2
1の に ずる場合として、利用の の 定日時 で更に1か月以上（ 定を む。）の入 が必要で

あるとき。

3 1の に ずる場合として、利用の の 定日時 で にあるとき。

生 保 等

生 保 法による 保 である場合

の保 の （ 月から8月までの利用に る利用 にあっては利用年度の前年度の

をいい、 月から 年3月までの利用に る利用 にあっては利用年度の 年度の をいう。以

下同じ。）が 課 である場合。ただし、 の に する場合を く。

6

育児休業復帰等

育児休業（雇用保 の 保 の休業に る。）の取得に い、産前休暇の 日から出産日の する

月の2か月後の月末までに 内の施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育マ

マ））の利用契約を した場合であって、 育児休業の期間の により元の職務に復帰するとき

（育児休業に る児童が生後 か月に する日の する月以降の利用に る利用 の場合に る。）。

10

産前産後休暇 は育児休業（雇用保 の 保 の休業に る。）の期間の満 により元の職務に復帰

する場合（転園申請の場合を く。）
1

8

保 が、 のいずれかに するとき（転園申請の場合を く。）

1 内の施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育ママ）・ 幼稚園・

幼稚園）において、保育 または幼稚園 として1週間に16時間以上勤務しているとき は勤

務することが内定しているとき。

2 内の施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育ママ）・ 幼稚園・

幼稚園）において、保育 または幼稚園 として1週間に16時間以上勤務していた保 であ

って、育児休業（雇用保 の 保 の休業に る。）の期間満 により元の職場に復帰すると

き。

1

保 の 職等の

利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が 0時間以上である

場合

10
利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が3 時間以上 0時

間未満である場合

11
利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が30時間以上3 時

間未満である場合
3

12
利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が2 時間以上30時

間未満である場合
2

13
利用 基 数 の6の の 職の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が16時間以上2 時

間未満である場合
1

1 保 のう 生計中 が 雇 は 産により 職中である場合 1

1

保 が （ 度等 が1 、2 、3 は の場合に る。）、 育

は 保 の 付を受けている であって、利用 基 数 （基 ）の の

以 の である場合

1

16

施設 は事業の

利用の

に施設等を他の が利用（施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育マ

マ））の利用の内定を み、利用日の する年度に小 就 の 定がある場合を く。）している場合

であって、 施設等の利用を するとき。

1

1

利用 に る児童を で利用 しない保育施設等（認可 保育施設・ ー ー・ 幼稚園・

一時預かり等）に で預けていることを としている場合（ の 、23の は2 の に する

場合を く。）

1

18

の 数

利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）が3

以上いる場合

1
利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）が2

いる場合
3

20
利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）が1 い

る場合
2

21

利用 に る児童に生計を一にする （ 方 法（ 和2 年法 226 ）の規定による

に する18歳未満の のう 、小 就 前の児童（満6歳児未満）を いたものに る。）が

2 以上いる場合

1

22
利用 に る児童に生計を一にする （ 方 法の規定による に する18歳未満

の のう 、小 就 前の児童（満6歳児未満）を いたものに る。）が1 いる場合
0

23

施設 は事業の

で利用 をしない保育施設等で 長が 定したものの に い施設等（認可保育施設）の利用を

する場合（利用 に る児童を 保育施設等に で預けていることを としている場合に

り、 保育施設等が されることを が確認した日以後に 保育施設等の利用を した場

合を く。）

3

2
施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育ママ））の に い他の施設等の利

用を する場合
3

2 連携施設の

定 育・保育施設 び 定 型保育事業の 営に する基 を定める 例（ 26年 例

1 ） 2 1 に規定する連携施設がその設定を したことに い他の施設等の利用を

する場合（児童が 園する に、連携施設の設定がされていない場合に る。ただし、2 の に す

る場合を く。）

3

26 内定の 退
利用 の後に利用契約の を自 合により 退した場合（その 退が利用の の 定日の

する年度内である場合であって、その 退の後に施設等を最初に利用するまでの間に る。）
10

2 同 の
18歳以上6 歳未満の同 がいて、その が就労、 病・ がい、 等以 で保育に たることが

できると認められる場合
1

基 日は、 の利用 の申請に る期 の日とする。ただし、18の から 22の まで び2 の は、利用日の する年度の前年度の末日における年 に

よる。

入

き

3

■ 基 と の合計が同 の場合の 定基
定基

1 定する のう 、 の のいずれかの基 が い保 を し、その基 が い

2 定する のう 、 の のいずれかの基 が い保 を し、その基 が い

3 利用 基 数 の1の の にある

利用 基 数 の の の にある

利用 基 数 の2の の にある

6 利用 基 数 の3の の にある

利用 基 数 の の の にある

8 利用 基 数 の16の の にある

利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）の 数が い

10
利用 に る児童に生計を一にする （ 方 法の規定による に する18歳未満の のう 、小 就 前の児童（満6歳

児未満）を いたものに る。）の 数が い

11 病 は がいを する保 がいる

12 18歳以上6 歳未満の同 （就労、 病・ がい、 等で保育に たることができないと認められる を く。）がいない

13 の保 の が 等割のみを課されている

1 の所得割が課されている で、 所得割の合計 が い

1

のいずれかの保 がいない

1 保育料を6か月以上 し、かつ、 が 施する 付 等に じていない保

2 保育料の 入に る誓約に基づく を していない保

16 保 の の課 所得の合計 が い

1 基 日は、 の利用 の申請に る期 の日とする。ただし、 の 、10 の び 12の は、利用日の する年度の前年度の末日における年 によ

る。

2 定基 の適用は、 の いものからとする。

3 の 、6の び 11 の の 定基 は、保 のう 、いずれかの が することをもって適用する。ただし、複数の保 が する がある場合

は、 を 先するものとする。

の び 10の の 定基 の適用は、その 数が同数の場合にあっては、 の年 の合計が い を の い とみなす。

入

き
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3

■ 利用 基 数 （ ）
保 等の

1

在等

在等の場合（ 、 方 明、 、未 、 、 中の別 等の理由により 在 は

とり の にある場合）
10

2
1の に ずる場合として、利用の の 定日時 で更に1か月以上（ 定を む。）の入 が必要で

あるとき。

3 1の に ずる場合として、利用の の 定日時 で にあるとき。

生 保 等

生 保 法による 保 である場合

の保 の （ 月から8月までの利用に る利用 にあっては利用年度の前年度の

をいい、 月から 年3月までの利用に る利用 にあっては利用年度の 年度の をいう。以

下同じ。）が 課 である場合。ただし、 の に する場合を く。

6

育児休業復帰等

育児休業（雇用保 の 保 の休業に る。）の取得に い、産前休暇の 日から出産日の する

月の2か月後の月末までに 内の施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育マ

マ））の利用契約を した場合であって、 育児休業の期間の により元の職務に復帰するとき

（育児休業に る児童が生後 か月に する日の する月以降の利用に る利用 の場合に る。）。

10

産前産後休暇 は育児休業（雇用保 の 保 の休業に る。）の期間の満 により元の職務に復帰

する場合（転園申請の場合を く。）
1

8

保 が、 のいずれかに するとき（転園申請の場合を く。）

1 内の施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育ママ）・ 幼稚園・

幼稚園）において、保育 または幼稚園 として1週間に16時間以上勤務しているとき は勤

務することが内定しているとき。

2 内の施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育ママ）・ 幼稚園・

幼稚園）において、保育 または幼稚園 として1週間に16時間以上勤務していた保 であ

って、育児休業（雇用保 の 保 の休業に る。）の期間満 により元の職場に復帰すると

き。

1

保 の 職等の

利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が 0時間以上である

場合

10
利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が3 時間以上 0時

間未満である場合

11
利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が30時間以上3 時

間未満である場合
3

12
利用 基 数 の6の の就労の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が2 時間以上30時

間未満である場合
2

13
利用 基 数 の6の の 職の内定・ 業 定であって、1週間の労 時間が16時間以上2 時

間未満である場合
1

1 保 のう 生計中 が 雇 は 産により 職中である場合 1

1

保 が （ 度等 が1 、2 、3 は の場合に る。）、 育

は 保 の 付を受けている であって、利用 基 数 （基 ）の の

以 の である場合

1

16

施設 は事業の

利用の

に施設等を他の が利用（施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育マ

マ））の利用の内定を み、利用日の する年度に小 就 の 定がある場合を く。）している場合

であって、 施設等の利用を するとき。

1

1

利用 に る児童を で利用 しない保育施設等（認可 保育施設・ ー ー・ 幼稚園・

一時預かり等）に で預けていることを としている場合（ の 、23の は2 の に する

場合を く。）

1

18

の 数

利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）が3

以上いる場合

1
利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）が2

いる場合
3

20
利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）が1 い

る場合
2

21

利用 に る児童に生計を一にする （ 方 法（ 和2 年法 226 ）の規定による

に する18歳未満の のう 、小 就 前の児童（満6歳児未満）を いたものに る。）が

2 以上いる場合

1

22
利用 に る児童に生計を一にする （ 方 法の規定による に する18歳未満

の のう 、小 就 前の児童（満6歳児未満）を いたものに る。）が1 いる場合
0

23

施設 は事業の

で利用 をしない保育施設等で 長が 定したものの に い施設等（認可保育施設）の利用を

する場合（利用 に る児童を 保育施設等に で預けていることを としている場合に

り、 保育施設等が されることを が確認した日以後に 保育施設等の利用を した場

合を く。）

3

2
施設等（認可保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育（保育ママ））の に い他の施設等の利

用を する場合
3

2 連携施設の

定 育・保育施設 び 定 型保育事業の 営に する基 を定める 例（ 26年 例

1 ） 2 1 に規定する連携施設がその設定を したことに い他の施設等の利用を

する場合（児童が 園する に、連携施設の設定がされていない場合に る。ただし、2 の に す

る場合を く。）

3

26 内定の 退
利用 の後に利用契約の を自 合により 退した場合（その 退が利用の の 定日の

する年度内である場合であって、その 退の後に施設等を最初に利用するまでの間に る。）
10

2 同 の
18歳以上6 歳未満の同 がいて、その が就労、 病・ がい、 等以 で保育に たることが

できると認められる場合
1

基 日は、 の利用 の申請に る期 の日とする。ただし、18の から 22の まで び2 の は、利用日の する年度の前年度の末日における年 に

よる。
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3

■ 基 と の合計が同 の場合の 定基
定基

1 定する のう 、 の のいずれかの基 が い保 を し、その基 が い

2 定する のう 、 の のいずれかの基 が い保 を し、その基 が い

3 利用 基 数 の1の の にある

利用 基 数 の の の にある

利用 基 数 の2の の にある

6 利用 基 数 の3の の にある

利用 基 数 の の の にある

8 利用 基 数 の16の の にある

利用 に る児童に生計を一にする （小 就 前の児童（満6歳児未満）に る。）の 数が い

10
利用 に る児童に生計を一にする （ 方 法の規定による に する18歳未満の のう 、小 就 前の児童（満6歳

児未満）を いたものに る。）の 数が い

11 病 は がいを する保 がいる

12 18歳以上6 歳未満の同 （就労、 病・ がい、 等で保育に たることができないと認められる を く。）がいない

13 の保 の が 等割のみを課されている

1 の所得割が課されている で、 所得割の合計 が い

1

のいずれかの保 がいない

1 保育料を6か月以上 し、かつ、 が 施する 付 等に じていない保

2 保育料の 入に る誓約に基づく を していない保

16 保 の の課 所得の合計 が い

1 基 日は、 の利用 の申請に る期 の日とする。ただし、 の 、10 の び 12の は、利用日の する年度の前年度の末日における年 によ

る。

2 定基 の適用は、 の いものからとする。

3 の 、6の び 11 の の 定基 は、保 のう 、いずれかの が することをもって適用する。ただし、複数の保 が する がある場合

は、 を 先するものとする。

の び 10の の 定基 の適用は、その 数が同数の場合にあっては、 の年 の合計が い を の い とみなす。

入

き
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40

申し込み後や入園後、入園中など様 な場 で必要書類の提出が必要です。

下 内 を確認し、必ず 続きしてください。

家 や保育事由の に変更が生じた場合には、必ず 続きが必要です。

必要書類を い 、 やかに保育園または保育幼稚園課までご提出ください。

月20 （ の は の ）までに いた くと、 月 できます。

・ （ ）と で し く い。

また、 ・転園 に る は、 月の 期間 までに く い。

様 の書類は、 ー ー から ー 可能です。また保育園・保育幼稚園課窓口にて し

ています。

変更内
必要書類

変更届 他書類
様

員の 、
などの変更

○ なし
保 が た場合は、就労証明書と
書類も必要です。

中または
中

で別
○

申 書（ ）または
事 証明書（ ）または

出 （ ）

・ ともに別 となった場合、
とり 扱いとなります。

同 の 加 ○
同 の保育を
必要とする証明

○
同 が、18 歳 6 歳未満の場合の
み必要です。

保育必要 の変更
（ 時間、 時間）

○ 就労証明書など ○

退職して
職中となった

○ 就労に する 書 ○
在園児童のみ提出してください。
職事由に り ります。

職中だったが
就職した

○ 就労証明書 ○
証明日は雇用期間 日以降の日付で

してください。

転職した ○ 就労証明書 ○
証明日は雇用期間 日以降の日付で

してください。

育児休業を取得する ○
就労証明書 ○ 育休 時 と同じ勤務時間数で復職

する必要があります。育児休業復職誓約書 ○

育休を延長した ○ 就労証明書 ○
延長可能時期が されているものを

してください。
産休や育休から
復職した

○ 就労証明書 ○
復職年月日が されて、証明日が復職
日以降のもので してください。

勤務 の変更
（雇用期間の更新も む）

○ 就労証明書 ○
申請時 の内 から しい変更がある
場合は退園となる場合があります。

病気になった ○ 診断書 ○

を取得した ○ の し

を めた ○
書 ○

診断書または
保 保 証の し

○

に通い めた ○

就 書 ○

在 証明書

時間割
時間割 は 日と時間が かるものを
提出してください。

下の子を した ○ 子 の し 出産 定日を加 してください。
認可 保育施設などの
利用を した

○
在園・通園証明書または

保育申 書
○ 入所申し込み中の方のみ必要です。

が変更になった
の申 や

確定申 をした
○

年度の
課 （ 課 ）証明書

出産日の 日から 日 が利用 日となります。（日 日、 日の場合は 日。）

申
し
込
み
、
入
園
後
の
手
続
き

し み・ 園 に きする と

の が たときは・・・

休 児童の は・・・

10

41

対 象 育休復職を に申し込みした方

必 要 書 類
育児休業から復職した就労証明書（ 様 ）

変更届（ 様 ）

復 職 期 利用 月の 月 10日

■ 入所する前

育児休業を取得した事業所への申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職をしないことが かった場合は、

内定 退していただく場合があります。

なお、この場合には利用 基 数 26内定の 退に するため、その後年度内の利用

においてマ 10 になります。

■ 入所した後

申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職ができない場合（育児休業を取得した事業所を退職し、新しい事

業所に就職した場合も む）は利用 月の 月末で退園となります。

復職後すみやかに、復職年月日 みの就労証明書を提出してください。

＜例： 月利用 の場合＞ 月 日まで育児休業、 月 10日復職が期 。

対 象 職中に申し込みした方

必要書類

保育所内定後 就労に する 書（ 様 ）

就労 後
就労 後の就労証明書（ 様 ）

変更届（ 様 ）

提出期
保育所内定後 時に提出

就労 後 利用 日 め 0日 の月末

月 4 間 上の する とが です。雇用 は いませんが、日雇いは 的な就労とみなせな

いため、対象 です。

職期 までに就労 ができない場合は、期 の月末で退園となります。

＜例： 月 職事由で利用 の場合＞

利用 後に 書を提出、6月 2 日までに、就労の が必要。6月 30日からの 用内定は 可。

対 象 就労内定で申し込みした方

必要書類

保育所内定後 就労に する 書（ 様 ）

就労 後
就労 後の就労証明書（ 様 ）

変更届（ 様 ）

提出期
保育所内定後 時に提出

就労 後 利用 月の月末

利用 月中に、就労（内定）証明書に されている就労 ・時間で就労 していただきます。就労

ができない場合（就労内定事業所では就労せず、新しい事業所に就労した場合も む）は、利用 月の月

末で退園となります。

育児休業 に し みし、 するときは・・・

で し みし、 を するときは・・・

で し みし、 を するときは・・・
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申し込み後や入園後、入園中など様 な場 で必要書類の提出が必要です。

下 内 を確認し、必ず 続きしてください。

家 や保育事由の に変更が生じた場合には、必ず 続きが必要です。

必要書類を い 、 やかに保育園または保育幼稚園課までご提出ください。
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様 の書類は、 ー ー から ー 可能です。また保育園・保育幼稚園課窓口にて し
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中または
中

で別
○

申 書（ ）または
事 証明書（ ）または

出 （ ）
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復職年月日が されて、証明日が復職
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出産日の 日から 日 が利用 日となります。（日 日、 日の場合は 日。）

申
し
込
み
、
入
園
後
の
手
続
き

し み・ 園 に きする と

の が たときは・・・

休 児童の は・・・

10

41

対 象 育休復職を に申し込みした方

必 要 書 類
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育児休業 に し みし、 するときは・・・

で し みし、 を するときは・・・

で し みし、 を するときは・・・
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■ 園の 園の をしたいときは・・・

変更届を提出してください。提出日の の 日となる 月から、変更後の 園で利用 をしま

す。また、 で同時に申し込みしている場合の入所 についても変更することができます。

■ 保 が なときは・・・

申し込み後初回の利用 に り、保 通知を発 します。

月以降の保 通知が必要な方は、 付申請が必要です。

ば 子申請 ー より 子申請してください。

元 ー より できます。

申請から2週間以内に、ご自 てへ いたします。

3 0

■ 保育が なくな たときは・・・

入所申込や転園申請を取り下げるには、 やかに取下届を提出してください。

提出がない り、年度内は継続して利用 を います。利用 の 、自 合により内定 退をさ

れた場合は、 年度内の利用 で になりますので、ご注意ください。

が い施設では、 での は く い。

場がある施設でも、 のご にならないよう 通 に 意してください。なお、 施設を

する には 場の や通園方法をご確認ください。

就労事由で入園後、新たに出産された場合、上の子の在園要 （保育事由）が「就労」から「出産」に変 りま

す。

その後、上の子が在園できる期間・要 は、「育児休業、 休業等育児または家 を う労 の

に する法 」（以下、「法」という。）に基づく育児休業が取得できるかどうか、産後休暇後す に復職できるか

によって変 ります。

し みを ま 保 とな た

元 ー

保育施設 園が ま た方、または 園 の方

児童の に い

で 園 、下の子を ・ する は・・・

下の子の 休 す に する ・・・ き き在園できます

下の子の預け先が確保されていて、産後休暇後す に復職できるときは、在園要 が「出産」から

「就労」に り るため、上の子は引き続き在園できます。

下の子を出産後、すみやかに育児休業（産後休暇）復職誓約書と変更届を提出してください。

また、産後 日 の復職後に就労証明書と変更届を提出してください。

休 に しない ・・・ 2 月末で退園

産後休暇後、す に職場復帰されない場合は、在園要 が「出産」のままであるため、産後2か月

の月末で退園となります。

ただし、産後に が するなどした場合は、診断書の提出等により在園期間を延長できる

場合がありますので、保育幼稚園課へご ください。

■ 法に基づく育児休業を取得しない方（ 業・会社 員・ 保 の の方な ）
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■ 保育園・幼保連携型認定こども園・保育ママ・小規模保育

事情により2週間以上保育施設を休園される場合は、事前に保育所休園届を提出してください。最長2

か月までお休みできますが、同じ事由が継続する場合には 1か月延長することができます。その場合は再度

保育所休園届の提出が必要となります。なお、休園中も原則保育料は発生します。

ただし、休園理由が在園児童の怪我や病気等によるものであれば、それが治癒する時期まで休園可能で、

かつ月初めから月末まで休園した月の診断書の提出があれば、保育料は原則発生しません。

■ 幼稚園型認定こども園

病気その他やむを得ない理由により休園しようとする場合は、休園願を園長へ提出してその許可を受けて

ください。休園の期間は、1か月以上6か月未満です。

 保育幼稚園課へ転園申請書をご提出ください。ご家庭によっては保育の必要性を証明する書類などの追

加提出が必要となります。

 受付期間や申し込み後の流れは新規入園申込と同様です。

 転園先に内定した場合、転園元では別の児童が内定しているため、いかなる理由であっても元の園には戻

れません。

 複数年度の転園申請をする場合、先にいずれかの年度で転園決定後は、もう一方の年度の転園申請は自

動的に取り下げとなります。

 保育幼稚園課窓口または在園している園に、退所届を提出してください。

 いかなる理由であっても退所届の撤回はできませんので、ご注意ください。

 保育料は退所日までの日割り計算となります。

 退所日の遡りはできません。

産後休暇後、引き続き法に基づく育児休業を取得され、同じ職場に同じ雇用契約時間で復帰する場

合は、育児休業対象児童（下の子）が 2 歳になる月末まで、上の子は在園できます。ただし、職場復帰時

に、下の子の預け先を確保する必要があります。

出産後、すみやかに育児休業（産後休暇）復職誓約書、就労証明書と変更届を提出してください。

＜例：育児休業対象児童が令和6年 11月 18日生まれの場合＞

上の子の在園可能期間は、令和8年 11月 30日までです。同日までに同じ職場への復帰が必要です。

※ パート・契約社員等の方で、就労先に「出産後、○か月後に再び雇う。」と約束されている場合であ

っても、法に基づく育児休業でなければ、「法が適用されない方」の取り扱いとなります。

※ 勤務先が2歳以降の育休取得が可能である場合でも、育休事由での保育園利用はできません。

※ 自営業の方で育児休業を取得する方は、法に基づく育児休業か確認するため、就業規則または育

児休業取得通知書を提出してください。

■ 法に基づく育児休業を取得する方（主に会社員の方）

保育施設を長期間お休みするときは・・・

別の保育施設に転園したいときは・・・

保育施設を退園するときは・・・
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■ 園の 園の をしたいときは・・・

変更届を提出してください。提出日の の 日となる 月から、変更後の 園で利用 をしま

す。また、 で同時に申し込みしている場合の入所 についても変更することができます。

■ 保 が なときは・・・

申し込み後初回の利用 に り、保 通知を発 します。

月以降の保 通知が必要な方は、 付申請が必要です。

ば 子申請 ー より 子申請してください。

元 ー より できます。

申請から2週間以内に、ご自 てへ いたします。
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■ 保育が なくな たときは・・・

入所申込や転園申請を取り下げるには、 やかに取下届を提出してください。
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れた場合は、 年度内の利用 で になりますので、ご注意ください。

が い施設では、 での は く い。

場がある施設でも、 のご にならないよう 通 に 意してください。なお、 施設を

する には 場の や通園方法をご確認ください。

就労事由で入園後、新たに出産された場合、上の子の在園要 （保育事由）が「就労」から「出産」に変 りま

す。

その後、上の子が在園できる期間・要 は、「育児休業、 休業等育児または家 を う労 の

に する法 」（以下、「法」という。）に基づく育児休業が取得できるかどうか、産後休暇後す に復職できるか

によって変 ります。
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で 園 、下の子を ・ する は・・・

下の子の 休 す に する ・・・ き き在園できます

下の子の預け先が確保されていて、産後休暇後す に復職できるときは、在園要 が「出産」から

「就労」に り るため、上の子は引き続き在園できます。

下の子を出産後、すみやかに育児休業（産後休暇）復職誓約書と変更届を提出してください。

また、産後 日 の復職後に就労証明書と変更届を提出してください。

休 に しない ・・・ 2 月末で退園

産後休暇後、す に職場復帰されない場合は、在園要 が「出産」のままであるため、産後2か月

の月末で退園となります。

ただし、産後に が するなどした場合は、診断書の提出等により在園期間を延長できる

場合がありますので、保育幼稚園課へご ください。
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■ 保育園・幼保連携型認定こども園・保育ママ・小規模保育

事情により2週間以上保育施設を休園される場合は、事前に保育所休園届を提出してください。最長2

か月までお休みできますが、同じ事由が継続する場合には 1か月延長することができます。その場合は再度

保育所休園届の提出が必要となります。なお、休園中も原則保育料は発生します。

ただし、休園理由が在園児童の怪我や病気等によるものであれば、それが治癒する時期まで休園可能で、

かつ月初めから月末まで休園した月の診断書の提出があれば、保育料は原則発生しません。

■ 幼稚園型認定こども園

病気その他やむを得ない理由により休園しようとする場合は、休園願を園長へ提出してその許可を受けて
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 受付期間や申し込み後の流れは新規入園申込と同様です。
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れません。

 複数年度の転園申請をする場合、先にいずれかの年度で転園決定後は、もう一方の年度の転園申請は自

動的に取り下げとなります。

 保育幼稚園課窓口または在園している園に、退所届を提出してください。

 いかなる理由であっても退所届の撤回はできませんので、ご注意ください。

 保育料は退所日までの日割り計算となります。

 退所日の遡りはできません。

産後休暇後、引き続き法に基づく育児休業を取得され、同じ職場に同じ雇用契約時間で復帰する場

合は、育児休業対象児童（下の子）が 2 歳になる月末まで、上の子は在園できます。ただし、職場復帰時

に、下の子の預け先を確保する必要があります。

出産後、すみやかに育児休業（産後休暇）復職誓約書、就労証明書と変更届を提出してください。

＜例：育児休業対象児童が令和6年 11月 18日生まれの場合＞

上の子の在園可能期間は、令和8年 11月 30日までです。同日までに同じ職場への復帰が必要です。

※ パート・契約社員等の方で、就労先に「出産後、○か月後に再び雇う。」と約束されている場合であ
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